
資

料
国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
 

固

(
承
前
)

な
お
、

I
M
F
資
金
の
利
用
に
つ
い
て
一
九
五
二
年
一

O
月
か
ら
、

I

M
F
と
加
盟
国
と
の
間
で
外
貨
買
い
入
れ
の
枠
と
期
間
ー
ー
だ
い
た
い
一

年
、
た
だ
し
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
ー
ー
を
あ
ら
か
じ
め
き
め
、
そ
の

期
間
内
に
じ
っ
さ
い
に
必
要
が
生
じ
た
さ
い
買
い
入
れ
を
行
な
う
と
い
う

い
わ
ゆ
る
ス
タ
ン
ド
・
パ
イ
取
り
決
め

(
ω
g口
千
回
可
〉
吋

E
口
問
巾
H
H

同町三-

買
い
入
れ
予
約
)
の
方
式
が
採
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
以
後
I
M
F
資
金

の
利
用
に
さ
い
し
て
は
こ
の
方
式
が
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

わ
が
国
で
も
一
九
六
二
年
に
三

O
五
万
ド
ル
の
ス
タ
ン
ド
・
バ
イ
取
り
決

め
を
結
ん
だ
ほ
か
、
一
九
六
四
年
(
昭
和
一
二
九
年
)
一
一
一
月
に
は
同
年
四
月
か

ら
の
八
条
国
へ
の
移
行
を
ひ
か
え
て
同
じ
く
一
一
一

O
五
百
万
ド
ル
の
ス
タ
ン

ド
・
パ
イ
取
り
決
め
を
結
ん
だ
。
だ
が
こ
の
両
国
と
も
じ
っ
さ
い
の
外
貨

買
い
入
れ
を
行
な
う
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
三

O
五
百
万
ド
ル
と

い
う
の
は
当
時
の
わ
が
国
の
、
コ
ー
ル
ド
・
ト
ヲ
ン
シ
ュ
一
八

O
百
万
ド
ル

国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

(二〉
宅

義

夫

と
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ト
ラ
ン
ツ
ュ
一
二
五
百
万
ド
ル
の
合
計
で
あ
っ
た
。
つ

い
で
に
い
え
ば
、
一
九
六
四
年
八
月
末
に
結
ば
れ
て
い
た
ス
タ
ン
ド
・
パ

イ
取
り
決
め
の
う
ち
大
口
の
も
の
は
わ
が
閏
の
右
の
三

O
五
百
万
ド
ル

(
一
九
六
五
年
三
月
満
期
)
の
ほ
か
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
、

0
0
0百
万
ド

ル
(
一
九
六
四
年
八
月
J
一
九
六
五
年
八
月
)
、
ア
メ
リ
カ
の
五

O
O百
万

ド
ル
(
一
九
六
四
年
七
月

t
一
九
六
五
年
七
月
)
が
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス

は
一
九
六
四
年
二
一
月
に
一
、

0
0
0百
万
ド
ル
相
当
額
を
全
部
引
き
出

し
た
。
ア
メ
リ
カ
が
I
M
F
資
金
の
利
用
を
図
っ
た
の
は
一
九
六
三
年
七

月
に
I
M
F
と
の
聞
で
五
O
Q百
万
ド
ル
の
ス
タ
ン
ド
・
パ
イ
取
り
決
め

を
結
ん
だ
の
が
最
初
で
あ
っ
て
、
一
九
六
四
年
の
二
月
と
五
月
に
そ
れ
ぞ

れ
一
二
五
百
万
ド
ル
に
相
当
す
る
外
貨
を
引
き
出
し
た
が
、
さ
ら
に
右
の

よ
う
に
一
九
六
四
年
七
月
に
五

O
O百
万
ド
ル
の
ス
タ
ソ
ド
・
パ
イ
取
り

決
め
を
結
び
、
こ
こ
か
ら
同
年
中
に
二
七
五
百
万
ド
ル
に
相
当
す
る
外
貨

を
引
き
出
し
た
。

「
加
盟
国
が
基
金
か
ら
通
貨
を
買
い
入
れ
た
ぽ
あ
い
は
、
買
い
戻
し

一一一一一



国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

(同市匂口同
nv田
由
。
印
)
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
他
の
加
盟
問
に
よ
る
当
該
加
盟
国

通
貨
の
買
い
入
れ
に
よ
っ
て
、
返
済
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
般
原
則
と

し
て
、
加
盟
国
は
三

1
五
カ
年
を
こ
え
な
い
期
間
内
に
返
済
す
る
こ
と
を

約
束
す
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
国
の
貨
幣
準
備

(
B
3
2
R
U
1
司何回

R
・

4
m
凹
)
が
そ
の
国
の
割
り
当
て
額
よ
り
も
大
き
い
加
盟
国
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
貨
幣
準
備
が
増
加
し
た
年
に
は
、
ま
た
は
そ
の
国
が
基
金
か
ら
外
国

為
替
を
買
い
入
れ
た
が
自
国
の
貨
幣
準
備
あ
て
に
そ
れ
に
等
し
い
額
の
手

形
を
振
り
出
さ
な
か
っ
た
年
に
は
円
つ
ま
り
こ
れ
は
、
そ
の
貨
幣
準
備
の

増
加
が
基
金
か
ら
外
貨
を
買
い
入
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
ば
あ
い
に
お
い
て

も
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
〕
、
そ
の
日
出
の
割
り
当
て
額
の
七
五
%
を
こ
え

る
基
金
の
保
有
す
る
そ
の
国
通
貨
を
買
い
戻
す
義
務
が
生
じ
る
。
一
通
貨

の
基
金
保
有
高
は
、
そ
の
一
加
盟
国
の
引
き
出
し
に
上
っ
て
ば
か
り
で
な

く
、
そ
の
加
盟
国
の
最
初
の
金
出
資
が
そ
の
国
の
割
り
当
て
額
の
二
五
%

よ
り
も
す
く
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
は
課
金
が
そ
の
加
盟
国

の
自
国
通
貨
で
基
金
に
支
払
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
加
盟
国
の

割
り
当
て
額
の
七
五
克
を
こ
え
る
ζ

と
が
あ
り
う
る
。
買
い
戻
し
は
、
金

で
、
ま
た
は
、
そ
の
通
貨
が
交
換
性
を
も
っ
て
お
り
か
つ
基
金
の
保
有
額

が
そ
の
加
盟
国
の
割
り
当
て
額
の
七
五
%
以
下
で
あ
る
〔
他
の
〕
加
盟
国

通
貨
で
、
な
さ
れ
る
」
(
N
N
1
F
2
0
仲町
O
ロ
吾
叩
〉
円
円
。
ロ
ロ
Z
自
己
吋

E
g
a

田口昨日

C
B
O
E
r
E
E・〔
U

内
i
三
宅
)
。

右
に
つ
い
て
若
干
の
註
釈
を
加
え
て
お
こ
う
。

右
の
よ
う
に
「
返
済
(
円
必
者
-
5
2
Z
)
」
に
は
、
基
金
か
ら
外
貨
の
一
買

い
入
れ
(
吉
岡
口
宮
山
田
町
♂
内
同

E
当
日
ロ
向
田
)
を
し
た
国
が
行
な
う
買
い
戻
し
(
吋
中

二
一
四

宮
司
口

E
由
町
田
)
|
|
き
き
に
外
貨
買
い
入
れ
の
さ
い
に
基
金
に
渡
し
た
自
国

通
貨
を
金
ま
た
は
外
貨
と
ひ
き
か
え
に
買
い
戻
す
と
い
う
意
味
で
、
ま
た

よ
り
広
く
は
、
基
金
の
保
有
と
な
っ
て
い
る
自
国
通
貨
を
金
ま
た
は
外
貨

と
ひ
き
か
え
に
と
り
戻
す
と
い
う
意
味
で
、
「
買
い
戻
し
」
と
い
う
言
葉

が、

I
M
F
で
は
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
き
の
取
り
引
き
を
外

貨
の
買
い
入
れ
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
取
り
引
き
は
外

貨
の
「
売
り
一
戻
一
し
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
ー
ー
ー
に
よ
る
返
済
と
、
そ
の
国
の

通
貨
を
他
の
国
が
買
い
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
返
済
と
が
あ
る
匂

つ
ま
り
そ
の
加
盟
国
の
買
い
戻
し
に
よ
る
返
済
(
河
若
者

s
g
g
ず
可
問
中

宮

R
E曲
2
)と
、
抽
出
の
加
盟
医
の
引
き
出
し
に
よ
る
返
済
(
河
唱
者
自

g
g

宥
。
S
2叱
ワ

g司
山
口
阿
国
〉
と
が
あ
る
。
そ
の
国
の
通
貨
を
他
の
国
が
買

い
入
れ
る
1

l
引
き
出
す

l
iな
ら
ば
、
さ
き
に
外
貨
買
い
入
れ
の
さ
い

に
ふ
え
た
そ
の
国
通
貨
の
基
金
保
有
高
は
そ
れ
だ
け
へ
る
の
で
、
「
間
尺
い

戻
し
」
と
同
じ
効
果
を
も
つ
こ
と
に
な
る
わ
げ
で
あ
る
。

な
お
こ
の
「
買
い
戻
し
」
と
い
う
語
は
広
く
、
基
金
の
保
有
と
な
っ
て

い
る
自
国
通
貨
を
と
り
戻
す
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
が
り
、
こ
れ
に

は
、
そ
の
国
が
基
金
か
ら
外
貨
を
買
い
入
れ
た
さ
い
に
ひ
き
か
え
に
自
国

通
貨
を
基
金
に
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
基
金
の
そ
の
国
通
貨
保
有
高
が
七
五

%
を
こ
え
て
ふ
え
た
の
を
買
い
戻
す
ば
あ
い
の
ほ
か
、
右
の

Lquの
記
述

に
も
あ
る
よ
う
に
そ
の
国
の
最
初
の
金
で
の
出
資
、
が
そ
の
国
の
剖
割
り
当
て

額
の
二
五
%
よ
り
す
く
な
く
、
し
た
が
っ
て
最
初
に
七
五
%
を
こ
え
て
白

(叩〉

図
通
貨
で
出
資
し
て
い
た
の
で
基
金
の
そ
の
国
通
貨
保
有
丙
が
七
完
%
を

こ
え
て
い
る
の
を
買
い
戻
す
ば
あ
い
や
、
ま
た
こ
れ
も
右
の
』
屯
切
の
記
述



(
口
)

に
あ
る
よ
う
に
課
金
(
の
宮
『
間
四
回
)
を
自
国
通
貨
で
支
払
っ
た
こ
と
に
よ
っ

て
基
金
の
そ
の
国
通
貨
保
有
高
が
七
五
%
を
こ
え
て
い
る
の
を
買
い
戻
す

ぽ
あ
い
、
こ
う
し
た
三
つ
の
ぼ
あ
い
が
あ
る
。
「
返
済

(
g
u
m
q
g
g
g
)」

|
|
引
き
出
し
に
た
い
す
る
返
済
1
iを
意
味
す
る
の
は
こ
の
う
ち
第
一

の
も
の
(
吋
巾
吉
H
n
F白
目
町
田

O

同
母
2
1ロ
何
回
)
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
「
買

い
戻
し
に
よ
る
返
済
」
は
こ
れ
ら
三
つ
の
買
い
戻
し
か
ら
後
の
一
一
つ
の
買

い
戻
し
(
。

S
2
H
m
E
R
E
Rろ
を
差
し
引
い
た
も
の
で
あ
る
。

(
叩
〉
原
則
と
し
て
割
り
当
て
額
の
二
五
%
が
金
で
出
資
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
か
、
「
最
初
、
加
盟
国
の
金
出
資
は
、
そ
の
国
の
割
り
当
て
額
の
二
五

%
が
一
九
四
六
年
九
月
二
一
日
現
在
の
そ
の
凶
の
金
お
よ
び
合
衆
国
ド
ル
の
公

的
純
保
有
高
の
一
O
%
か
、
い
ず
れ
か
す
く
な
い
芳
と
き
め
ら
れ
て
い
た
。
一

九
四
八
年
後
に
基
金
に
加
盟
し
た
加
盟
国
の
最
初
の
金
出
資
額
は
総
務
会
に
上

っ
て
一
定
績
と
し
て
、
ま
た
は
準
備
額
の
一
定
割
合
と
し
て
き
め
ら
れ
て
い

る
。
割
り
当
て
紛
が
増
加
し
た
ば
あ
い
に
は
、
出
資
増
加
の
二
五
%
が
金
で
支

払
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
に
つ
ね
に
な
っ
て
い
る
」
(
句
、
九
円

Z
0
5

。
ロ
答
。
〉
R
0
5昆
ω
き

己

叶

E
ロ自己目。ロ
ω
。
片
手
。
町
ロ
ロ
白
〉
。
こ
の
よ
う
に
金

で
の
出
資
は
か
な
ら
ず
し
も
割
り
当
て
額
の
二
主
忽
で
た
く
、
し
た
が
っ
て
そ

の
ば
あ
い
は
自
国
通
貨
で
の
払
い
込
み
が
七
五
%
以
上
と
な
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
七
五
%
を
こ
与
え
て
い
る
部
分
は
そ
の
後
に
お
い
て
ー
ー
そ
の
通

貨
の
他
の
加
県
国
に
よ
る
引
き
出
し
が
な
い
か
ぎ
り

l
l金
ま
た
は
交
一
換
性
の

あ
る
他
の
通
貨
で
払
い
込
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

ハ
日
)
「
課
金
ば
清
一
件
吊
金
で
支
払
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
加
盟
国
の
貨
幣
準
備

が
そ
の
国
の
割
り
当
て
額
の
半
分
以
下
で
あ
る
ぱ
あ
い
に
は
、
課
金
の
一
部
ま

た
は
全
部
を
そ
の
加
盟
国
通
貨
で
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
」
(
h
h

必-芯ミ・)。

国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

ま
た
有
で
「
貨
幣
準
備
」
と
い
っ
て
い
る
も
の
は
、

I
M
F
協
定
第
一

九
条
「
用
語
の
説
明
」
の
と
こ
ろ
で
「
加
盟
国
の
通
貨
準
備

(
B
O
R
gミ

5
R
3何
回
)
と
は
、
加
盟
国
の
、
金
、
他
の
加
盟
国
の
交
換
可
能
通
貨
及

び
基
金
が
指
定
す
る
非
加
盟
国
の
通
貨
の
公
的
純
保
有
額
を
い
う
」
云
々

と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
茎
金
の
会
計
年
度
は
五
月
一
日
か
ら
四

月
三

O
日
ま
で
で
あ
る
。

買
い
一
戻
一
し
義
務
は
右
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
国
の
「
貨
幣
準
備
」
が

そ
の
国
の
割
り
当
て
額
以
下
の
ば
あ
い
は
買
い
戻
し
ゃ
}
し
な
く
て
よ
い
、

買
い
一
一
灰
し
に
よ
っ
て
そ
の
国
の
「
貨
幣
準
備
」
が
へ
っ
て
ゆ
く
が
「
貨
幣

準
備
」
が
そ
の
国
の
割
り
当
て
額
以
下
に
な
る
ま
で
買
い
戻
し
を
す
る
に

は
及
ば
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
買
い
戻
し
を
要
す
る
の
は
そ

の
国
通
貨
の
基
金
保
有
高
が
そ
の
国
割
り
当
て
額
の
七
五
%
を
こ
え
る
ば

あ
い
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
国
通
貨
を
他
の
国
が
引
き
出
し
た
た
め
基
金
の

保
有
す
る
そ
の
国
通
貨
が
こ
の
七
主
%
以
下
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
買
い
戻

し
を
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
買
い
一
庚
し
に
用
い

ら
れ
る
通
貨
は
そ
の
通
貨
の
基
金
保
有
高
が
そ
の
通
貨
国
の
割
り
当
て
額

の
七
五
指
以
下
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
か
ら
、
た
と
え
ば
米
ド
ル
を
買
い

戻
し
用
に
使
お
う
と
し
て
も
基
金
の
米
ド
ル
保
有
高
が
ア
メ
リ
カ
の
割
り

当
て
額
の
七
五
%
を
こ
え
る
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
使
う
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
米
ド
ル
を
手
持
ち
し
て
い
て
こ
れ
で
自
国
通

貨
を
買
い
戻
そ
う
と
し
て
い
る
加
盟
国
は
、
為
替
市
場
で
米
ド
ル
を
他
の

遇
貨
に
か
え
る
か
、
ア
メ
リ
カ
通
管
/
主
局
か
ら
米
ド
ル
と
ひ
き
か
え
に
金

を
ひ
き
出
す
か
、
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
買
い
戻
し
を
行
な
う
ほ
か
な
く
な

一
一
一
主



国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

る
。
前
者
の
ば
あ
い
に
は
為
替
市
場
で
ド
ル
相
場
の
弱
化
を
招
く
し
、
後

者
の
ば
あ
い
に
は
ア
メ
リ
カ
通
貨
当
局
の
保
有
金
の
減
少
を
き
た
す
こ
と

に
な
る
。
前
記
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
は
一
九
六
一
三
千
七
月
に
は
じ
め
て
基

金
と
の
問
で
五

O
O万
百
ド
ル
の
ス
タ
ン
ド
・
パ
イ
取
り
決
め
を
結
ん
だ

が
、
こ
れ
は
右
の
よ
う
な
事
態
に
対
処
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
一
九
六
四
年
に
西
独
マ
ル
グ
や
フ

ラ
ン
ス
・
ブ
ラ
ソ
を
茎
金
か
ら
引
き
出
し
、
ド
ル
で
基
金
か
ら
自
国
通
貨

を
買
い
戻
そ
う
と
し
て
い
た
国
に
た
い
し
て
、
ド
ル
と
ひ
き
か
え
に
こ
れ

(uu 

ら
の
通
貨
を
売
却
す
る
こ
と
を
図
っ
た
。

(
ロ
)
「
ア
メ
リ
カ
は
一
九
六
四
年
一
一
月
と
五
月
の
二
回
に
わ
た
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

一
一
一
五
百
万
ド
ル
を
I
M
F
か
ら
引
き
出
し
た
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
西
独
マ

ル
ク
、

7
7
ソ
ス
・
フ
ラ
ン
で
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
受
け
と
ら
れ
た
資
金
は

他
の
諸
国
が
基
金
に
た
い
す
る
返
済
を
行
な
う
た
め
に
売
却
さ
れ
た
。
ア
メ
リ

カ
が
も
は
や
基
金
の
純
債
権
問
で
は
な
い
た
め
、
ド
ル
は
こ
の
よ
う
な
返
済
の

た
め
に
使
え
ず
、
財
務
省
が
右
の
よ
う
な
手
段
止
を
採
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
基

金
か
ら
自
国
通
貨
を
買
い
戻
す
た
め
に
必
要
な
金
を
要
求
す
る
国
に
た
い
し
て

直
接
的
に
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
国
が
同
様
な
目
的
の
た
め
ド
ル
を
対
価
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
逓
貨
や
一
買
い
入
れ
る
結
果
と
し
て
間
終
的
に
か
、
い
ず
れ
に
し
て

も
ア
メ
リ
カ
の
金
準
備
は
減
少
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
L

(

関

g
r
同O
H
F
Z司・

口
問
昨
日

0

ロ
弘
印
0
5
0
目
。
ロ
広
川
町
営
、
守
・
句
。
君
、
s
h
a喜
E
h
N
州、
h
v
ミ
子
ぽ
同
〉
恒
一
円
口

M
u
g
J
U
Z
E
E
-
g
p東
京
銀
行
調
査
部
訳
、
サ
世
界
金
融
経
済
年
報

I
l

第
三
四
次
国
際
決
済
銀
行
年
次
報
告

i
l』
、
一
二
九
1
目
0
ペ
ー
ジ
)
。
な
お
、

「
ア
メ
リ
カ
は
金
準
備
へ
の
圧
迫
を
回
避
す
る
た
め
〔
一
九
六
四
年
に
〕
総
額

五
二
五
百
万
ド
ル
の
外
国
通
貨
引
出
し
を
五
回
に
分
け
て
行
な
い
、
既
存
の
引

二
一
六

き
出
し
を
I
M
F
に
返
済
し
よ
う
と
す
る
他
の
加
盟
国
に
た
い
し
て
そ
れ
を
売

却
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
引
き
出
し
に
よ
っ
て
増
加
し
た
I
M
F
保
有
の
ド
ル

の
う
ち
二
七
七
百
万
ド
ル
ば
、
抽
出
の
諸
国
が
I
M
F
か
ら
引
き
出
し
た
た
め

『
買
い
戻
さ
れ
』
、
ア
メ
リ
カ
の
純
引
き
出
し
額
は
二
四
八
百
万
ド
ル
に
と
ど
ま

っ
た
」
(
恩
印
山
崎
，
b
『
な
J
S
¥
s
h苦
言
ミ
旬
、
町
亀
戸
同
広
〉
司
己
ニ

D
E
1
2・

Z
冨

R
n
E
g
g
-
東
銀
調
査
部
訳
、
『
世
界
金
融
経
済
年
設
j
j
1
第
一
二
五
次
回

際
決
済
銀
行
年
次
報
告

liL、
一
五
一
一
1
一
一
一
ペ
ー
ジ
ー

五

き
て
基
金
か
ら
の
他
国
通
貨
の
買
い
入
れ
(
引
き
出
し
)
、
買
い
戻
し
は

以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
い
ま
米
ド
ル
、
英
ポ
ン
ド
、
西
独
マ
ル
グ
、

お
よ
び
円
に
つ
い
て
そ
れ
ら
の
国
の
基
金
か
ら
の
純
引
き
出
し
額
な
い
し

そ
れ
ら
の
通
貨
の
基
金
に
よ
る
純
売
却
額
を
例
示
的
に
見
て
み
よ
う
。

前
記
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
は
一
九
六
四
年
に
五
二
五
百
万
ド
ル
分
の
西

独
マ
ル
タ
や
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
を
引
き
出
し
た
。

L

「
可
め
の
同

E
Z口
同
昨
日
0
・

5
H
冨

8
2田
喜
司
ロ
ロ
仏
部
の
表

E
H
W
H
n
Eロ
m刊
吋

gロ
目
白
円
件
目
。
ロ
の

A
表

「
引
き
出
し
額

(
0
3
4
4
E間
的
)
」
の
と
こ
ろ
に
「
五
二
五
・

O
」
百
万
ド
ル

と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
年
ア
メ
リ
カ
は
買
い
戻
し
に

よ
る
返
済
は
行
な
わ
な
か
っ
た
。

B
表
「
買
い
戻
し
に
よ
る
返
済
類
(
問
中

宮
可

B
E
s
t可
伊
七
日
ロ
宮
田
町
田
)
」
は
ゼ
ロ
で
あ
る
(
ち
な
み
に
ア
メ
リ

カ
は
今
日
|
|
一
九
六
六
年
四
月
末
ー
ー
ま
で
に
累
計
一
、
一
五

0
・
0

百
万
ド
ル
相
当
額
の
引
き
出
し
を
行
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
買
い
戻
し
に

よ
る
返
済
は
き
だ
一
度
も
行
な
っ
て
い
な
い
)
。
だ
が
同
年
中
に
他
の
加



盟
国
に
よ
る
米
ド
ル
の
引
き
出
し
が
二
八
一
・
九
百
万
ド
ル
あ
っ
た
、

1
1
D
表
「
引
き
出
さ
れ
た
通
貨
額

(P同
門
巾
ロ
丘
町
田
口

5
3
)
」
。
ま
た

米
ド
ル
で
の
買
い
戻
し
が
四
・
八
百
万
ド
ル
あ
っ
た
、

|
|
E
表
「
問
貝
い

戻
し
通
貨
別
の
買
い
戻
し
額
(
同
名

2
n
v
g
g
t
u刊
の
ロ
円
円

g
n可
C
同
問
中

旬
口
同
岳
山
回
目
)
」
。
か
く
て
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
基
金
に
入
っ
た
米
ド

ル
は
刊
の
五
二
五
・

O
百
万
ド
ル
、
プ
ラ
ス
、
同
の
四
・
八
百
万
ド
ル
、

計
五
二
九
・
八
百
万
ド
ル
。
こ
れ
に
た
い
し
基
金
か
ら
出
た
米
ド
ル
は
倒

が
ゼ
戸
、
闘
が
二
八
一
・
九
百
万
ド
ル
。
し
た
が
っ
て
差
し
引
き
基
金
に

入
っ
た
米
ド
ル
は
二
四
七
・
九
百
万
ド
ル
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

が
一
九
六
四
年
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
「
純
引
き
出
し
額

(
2
2
ロ
門
担
当
'

E
阿
国
)
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
き
に
国
際
決
済
銀
行
の
年
次
報
告
書

で
「
ア
メ
リ
カ
の
純
引
き
出
し
額
は
二
四
八
百
万
ド
ル
に
と
ど
ま
っ
た
」

と
し
て
い
た
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
で
「
二
七
七
百
万
ド
ル
は
、

他
の
諸
国
、
が
I
M
F
か
ら
引
き
出
し
た
た
め
『
買
い
戻
さ
れ
』
」
云
々
と

し
て
い
る
「
二
七
七
百
万
ド
ル
」
は
、
他
の
加
盟
国
に
よ
る
米
ド
ル
の
引

き
出
し
二
八
一
・
九
百
万
ド
ル
か
ら
、
米
ド
ル
で
の
買
い
戻
し
四
・
八
百

万
ド
ル
を
差
し
引
い
た
も
の
、
つ
ま
り
U
l
肘
の
二
七
七
・
一
百
万
ド
ル

を
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
既
述
の
よ
う
に
基
金
は
、
あ
る
特
定
の
通
貨
に
た
い
す
る
需
要

が
強
く
基
金
の
そ
の
通
貨
保
有
額
が
不
足
し
て
き
た
ば
あ
い
、
そ
の
固
に

た
い
し
て
こ
の
通
貨
を
金
と
ひ
き
か
え
に
基
金
に
売
る
こ
と
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
が

(
I
M
F
協
定
第
七
条
「
不
足
通
貨
」
第
二
項
山
)
、
基

金
が
金
を
売
つ
で
あ
る
国
の
通
貨
を
取
得
し
た
と
き
は
そ
の
国
の
通
貨
の

国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

基
金
保
有
高
が
そ
れ
だ
け
ふ
え
る
か
ら
、
た
と
え
ば
そ
れ
が
米
ド
ル
だ
っ

た
と
す
れ
ば
、
さ
き
の
基
金
に
入
っ
た
米
ド
ル
に
プ
ラ
ス
さ
れ
る
も
の
と

な
る
。
一
九
六
四
年
に
は
米
ド
ル
に
つ
い
て
は
こ
れ
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
、

l
l
l
F
表
「
基
金
に
よ
る
通
貨
と
ひ
き
か
え
の
金
売
却
額
百
ロ

E
m包
g

(臼〉

え

の

0
5
沙
門
。

5
5
5可
)
」
。
か
く
で
あ
る
加
盟
国
の
「
純
引
き
出
し

額
」
は
〉
+
開
+
司
|
(
切
十
ロ
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
一
九
六

四
年
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
「
純
引
き
出
し
額
」
(
単
位
百
万
ド
ル
)
は

詔
印
・
0
+
十
∞
+
O
(
O
十

N
2・
S
H
Nむ
-
u
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

C
表

「
純
引
き
出
し
額

(
2
2
U門
担
当
日
ロ
宮
)
」
で
は
引
き
出
し
た
加
盟
国
別
に
こ

の
純
引
き
出
し
の
現
在
に
お
け
る
残
高
を
計
上
し
て
い
る
。
一
九
六
六
年

四
月
末
現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
純
引
き
出
し
残
高
(
単
位
百
万
ド
ル
)
は
F

H

印0・。(KF)+ω・印、吋
N

・
0
(
財
)
+
叶
品
ω
・
斗
(
司
)
|
(
。
(
回
)
+
h
r
u
h
S
・
印
(

U

)

)

H
E∞-
M

と
い
う
計
算
に
な
り
、
か
く
て

C
表
で
ア
メ
リ
カ
は
五
二
ハ
・

一
百
万
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。

(
問
)
「
通
貨
を
取
得
す
る
た
め
の
基
金
に
よ
る
金
の
売
却
は
表
E
と
表
I
の
第

六
欄
と
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
通
貨
を
取
得
す
る
た
め
の
金
の
売
却
に
加
え

て
、
基
金
は
ま
た
合
衆
国
に
た
い
し
て
八
O
O百
万
合
衆
国
ド
ル
の
金
を
、
収

益
を
も
た
ら
す
合
衆
国
財
務
省
の
ピ
ル
お
よ
び
短
期
ノ
l
ト
を
取
得
す
る
た
め

に
売
却
し
た
。
こ
れ
ら
の
売
却
の
条
件
に
よ
れ
ば
、
基
金
は
こ
の
投
資
の
満
期

の
さ
い
に
同
量
の
金
を
再
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
取
得
さ
れ
た
証
券
は
基

金
に
よ
る
ド
ル
保
有
高
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
取
り
引
き
は

表
E
に
も
表
I
の
第
六
欄
に
も
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
表
W
で
ま
た

表
I
の
脚
註
で
、
八
O-O百
万
ド
ル
の
基
金
の
金
勘
定
が
金
で
は
な
く
て
合
衆

二
一
七



国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

国
財
務
省
の
ビ
ル
お
よ
び
ノ
l
ト
で
保
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
一
万
す
よ
う
に
、

記
録
さ
れ
て
い
る
。
/
/
基
金
へ
の
出
資
支
払
い
を
賄
う
た
め
に
金
を
他
の
加

盟
国
が
購
入
す
る
負
担
が
準
備
通
貨
国
守
2
2
2
2
コ
g
a
g
s可
ぽ
と
に

か
か
っ
て
く
る
の
を
軽
減
し
よ
う
と
し
て
、
一
九
六
六
年
の
割
り
当
て
額
の
一

般
的
増
額
に
さ
い
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
、
す
な
わ
ち
、
基
金
は
、
割
り
当
て

額
増
額
に
あ
た
り
金
出
資
用
に
合
衆
悶
お
よ
び
連
合
王
国
か
ら
他
の
加
盟
国
が

金
を
購
入
す
る
額
と
同
額
だ
け
1

1
た
だ
し
総
額
三
五

O
万
ド
ル
を
こ
え
な
い

も
の
と
す
る
|
|
、
合
衆
国
お
よ
び
連
合
主
国
に
金
預
金
(
貧
悶
。
色
-E血

ιな0
唱宮。
ω包目

z)を

な
し
う
る
、
と
い
う
規
定
を
設
け
た
」

(Q同匂
拍

.
Z
。♀仲
g0
。sロ
岳
σ
k〉戸
R
。EロEロ巳仲
zω
 

凶

Eロ血竺唱吋
ア
メ
リ
カ
に
た
い
す
る
金
売
却

(aの。♀-E且印
凶
乱

H
2
同

ε。吋
。
日
2
ロ宮
nQ可
包
)
は
、
一
九
五

七
年
の
一
月
と
五
月
に
そ
れ
ぞ
れ
三

O
O百
万
ド
ル
、
計
六
O
O百
万
ド
ル
行

な
わ
れ
た
が
、
一
九
六
一
年
に
も
一
五

O
百
万
ド
ル
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
ア
メ

リ
カ
の
政
府
証
券
へ
の
投
資
の
た
め
の
金
売
一
却
(
の
色
白
白
色

g
r吋
H
5
2仲l

E
2
3
は
、
こ
の
投
資
収
益
に
よ
っ
て
基
金
の
経
費
の
補
壌
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
一
九
五
六
年
一
月
の
I
M
F
常
務
理
事
会
で
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
一
九
五
六
年
一
月
に
二

O
O百
万
ド
ル
、
一
九
五
九
年
七
月
に
三

0
0

百
万
ド
ル
行
な
わ
れ
た
が
、
さ
ら
に
一
九
六

O
年
一
二
月
に
コ
一
O
O百
万
ド
ル

の
金
売
却
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
一
九
六
O
年
の
金
売
却
は
基
金
の
経
費
補
墳

の
た
め
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
金
供
給
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の

と
見
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
残
高
八
O
O百
万
ド
ル
は
こ
の
合
計
で
あ
る
。
ま

た
金
預
金
は
一
九
六
六
年
四
月
末
主
コ
二
百
万
ド
ル
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
英
ポ
ン
ド
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
既
述
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス

は
一
九
六
四
年
一
二
月
に
、

I
M
F
と
結
ん
で
い
た
ス
タ
ン
ド
・
バ
イ
取

二
一
八

り
決
め
一
、

0
0
0百
万
ド
ル
分
を
全
額
引
き
出
し
た
。
|
|
前
出
の
表

H
F門
口
冨
ロ
m
川
町
吋
円
自
由
田
口
昨
日
0
ロ
の

A
表
「
引
き
出
し
額
」
。
こ
の
ス
タ
ン

ド
・
パ
イ
取
り
決
め
て

0
0
0百
万
ド
ル
は
前
か
ら
結
ん
で
い
た
の
を

一
九
六
四
年
八
月
に
さ
ら
に
一
年
更
新
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
既
述
の
よ

う
に

I
M
F
は
一
九
六
二
年
に

I
M
F
資
金
の
補
強
策
と
し
て
主
要
工
業

諸
国

(
B白
E
E
E由
R
E
2
z
Eユ何回)一

0
ヵ
国
と
の
聞
で
総
額
六
、

0

0
0百
万
ド
ル
相
当
額
を
限
度
と
し
て
ス
タ
ン
ド
・
バ
イ
取
り
決
め
を
結

ぶ
こ
と
と
し
、
こ
の
「
借
り
入
れ
の
一
般
取
り
決
め
」
は
同
年
一

O
月
二

四
日
か
ら
発
効
し
て
い
た
(
期
限
は
同
日
か
ら
四
カ
年
、
た
だ
し
更
新
し

う
る
)
。
取
り
決
め
額
(
単
位
百
万
ド
ル
相
当
額
)
は
ベ
ル
ギ
ー
一
五

O
、

カ
ナ
ダ
二

0
0、
フ
ラ
ン
ス
五
五

O
、
西
ド
イ
ツ
一
、

0
0
0、
イ
タ
リ

ア
五
五

O
、
日
本
二
五

O
、
オ
ラ
ン
ダ
二

0
0、
ス
ウ
ェ
l
デ

γ

一
0

0
、
イ
ギ
リ
ス
一
、

0
0
0、
ア
メ
リ
カ
二
、

0
0
0の
計
六
、

0
0
0

で
あ
る
。

I
M
F
は
こ
れ
を
こ
の
一
九
六
四
年
一
二
月
に
初
出
動
し
て
八

カ
国
(
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
を
除
く
)
か
ら
合
計
四

O
五
百
万
ド

ル
相
当
額
を
借
り
入
れ
、
右
の
イ
ギ
リ
ス
の
引
き
出
し
て

0
0
0百
万

ド
ル
相
当
額
の
一
部
を
賄
っ
た
。
四

O
五
百
万
ド
ル
相
当
額
の
内
訳
は
ベ

ル
ギ
ー
コ
一

O
、
カ
ナ
、
タ
一
五
、
フ
ラ
ン
ス
一

0
0、
西
ド
イ
ツ
一
八

O
、

イ
タ
リ
ア
五
、
日
本
二

O
、
オ
ラ
ン
ダ
四

O
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
一
五
で
あ

っ
た
(
単
位
百
万
ド
ル
)
、
，

l
i表
V
「
基
金
の
借
り
入
れ
取
り
決
め

(
E
E

回

2
8考
古
ぬ
〉

H
Sロ
m
S
M
g
g
)」。

I
M
F
は
こ
の
よ
う
に
「
借
り
入

れ
の
一
般
取
り
決
め

(
G
A
B
)
」
を
用
い
た
ほ
か
、

I
M
F
保

有

の

金

を
売
却
し
て
二
五

O
百
万
ド
ル
相
当
額
の
調
達
を
計
っ
た
。
金
売
却
に
よ



っ
て
取
得
し
た
通
貨
の
内
訳
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ツ
リ

γ
グ
八
、
ベ
ル
ギ

ー
・
フ
ラ
ン
一
七
、
カ
ナ
ダ
・
ド
ル
九
、
フ
ラ

γ
ス
・
フ
ラ
ン
六
三
、
西

ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
九
一
ニ
、
イ
タ
り
ァ
・
リ
ラ
一
二
、
日
本
円
一
四
、
ォ
ヲ

γ

ダ
・
ギ
ル
ダ
ー
二
六
、
ス
ペ
イ
ン
・
ベ
ソ
一

O
、
ス
ウ
ェ

l
デ
γ
・
ク
ロ

ー
ネ
七
の
一

0
ヵ
凶
(
つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
を
除
く
パ
リ
・
ク

ラ
ブ
八
カ
国
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
ベ
イ

γ
を
加
え
た
も
の
)
通
貨
で
あ

っ
た
(
単
位
百
万
ド
ル
)
、
|
|
表
E
の
F
表
「
基
金
に
よ
る
通
貨
と
ひ
き

か
え
の
金
売
却
傾
」
。

I
M
F
は
さ
き
の

G
A
B
に
よ
っ
て
四

O
五
百
万

ド
ル
、
こ
の
金
売
却
に
よ
っ
て
二
五

O
百
万
ド
ル
の
通
貨
を
調
達
し
、
こ

れ
に
従
来
か
ら
I
M
F
が
保
有
し
て
い
た
通
貨
三
四
五
百
万
ド
ル
相
当
相

を
も
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
、

0
0
0百
万
ド
ル
の
引
き
出
し
を
賄
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

I
M
F
が
引
き
出
し
に
応
じ
る
に
当
た
っ
て
こ
の
よ
う
に

保
有
金
を
売
却
し
た
り
、

G
A
B
を
発
動
し
た
り
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
大
量
の
引
き
出
し
を
賄
う
に
必
要
な
西
欧
諸
国
通
貨

l
iイ
ギ
リ
ス
が

求
め
て
い
た
西
独
マ
ル
ク
や
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
な
ど
|
|
の

I
M
F
保

有
が
不
足
し
て
い
た
が
ら
で
も
あ
り
、
ま
た
米
ド
ル
1
1
I
M
F
の
米
ド

ル
川
内
有
高
は
不
足
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

l
ー
だ
け
に
負
担
を
負
わ
せ

る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
は
こ
の
一
、

0
0
0百
万
ド
ル
を
も
っ
て
、
こ
の
年
一
一
月

二
五
日
前
に
諸
国
の
中
央
銀
行
か
ら
借
り
入
れ
て
い
た
短
期
融
資
の
返
済

に
あ
て
た
。
一
九
六
四
年
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
八
月
に
、
か
ね
て

同
行
と
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
準
備
銀
行
と
の
問
で
結
ん
で
い
た
五

C
O百
万

ド
ル
の
ス
ワ
ッ
プ
(
自
国
通
貨
の
預
け
合
い
)
を
引
き
出
し
は
じ
め
た
が
、

国
際
通
貨
塞
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

九
月
に
は
そ
の
他
の
七
カ
国
の
中
央
銀
行
と
一
、

0
0
0百
万
ド
ル
相
当

額
を
枠
と
す
る
短
期
ク
レ
ヅ
ッ
ト
を
受
け
る
取
り
決
め
を
結
ん
だ
。
こ
の

後
者
の
取
り
決
め
に
も
と
づ
き
イ
シ
グ
ラ

γ
ド
銀
行
ほ
九
月
に
二

0
0百

万
ド
ル
、
一

O
月
に
一
二
五
百
万
ド
ル
、
そ
し
て
一
一
片
二
五
日
ま
で
に

残
り
の
五
八
五
百
万
ド
ル
の
融
資
を
受
け
た
。

I
M
F
か
ら
の
一
、

0
0

0
肖
万
ド
ル
の
引
き
出
し
は
己
れ
を
返
済
寸
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
一
一
月
一
一
五
日
と
い
う
の
は
、
ポ
ン
ド
の
危
機
深
刻
化
に
さ
い
し
主

要
一
一
カ
国
(
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
西

ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、

ア
メ
リ
カ
。
っ
き
り
イ
ギ
リ
ス
を
除
く
パ
リ
・
ク
ラ
ブ
九
カ
国
オ
ー
ス
ト

リ
ア
お
よ
び
ス
イ
ス
が
加
わ
っ
た
も
の
)
の
中
央
銀
行
に
国
際
決
済
銀
行

(
B
I
S
Y
ワ
シ
ン
ト
ン
輸
出
入
銀
行
が
加
わ
っ
て
一
一
一
、

0
0
0百
万
ド

ル
の
援
助
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
日
で
あ
る
。

一
一
月
二
五
日
の
コ
一
、

0
0
0百
万
ド
ル
の
援
助
取
り
決
め
は
、
右
の
従

来
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
と
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
準
備
銀
行
と
の
間
で
結
ん

で
い
た
ス
ワ
ッ
ヅ
協
定
五

0
0
0百
万
ド
ル
の
枠
を
七
五

O
百
万
ド
ル
に

引
き
上
げ
、
さ
ら
に
ワ
シ

γ
ト
γ
輸
出
入
銀
行
か
ら
二
五

O
百
万
ド
ル
出

し
℃
、
ア
メ
リ
カ
が
合
計
一
、

0
0
0百
万
ド
ル
を
分
担
す
る
こ
と
と
す

る
と
と
も
に
、
パ

l
ゼ
ル
協
定
、
パ
リ
・
ク
ラ
ブ
の
参
加
国
よ
り
も
規
模

を
拡
げ
て
大
幅
な
援
助
を
イ
ギ
リ
ス
に
与
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
日
本

の
分
担
額
は
五

O
百
万
ド
ル
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
、

0
0
0百
万
ド
ル
は

一
一
月
末
ま
で
に
二

O
O百
万
ド
ル
、
二
一
月
に
三
二
五
百
万
ド
ル
、
そ

し
て
翌
一
九
六
主
年
に
入
っ
て
さ
ら
に
使
用
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
イ

九



国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
〉
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

ギ
リ
ス
は
一
九
六
五
年
五
月
に
ふ
た
た
び

I
M
F
か
ら
一
、
四

O
O百
万

ド
ル
相
当
額
を
引
き
出
し
て
こ
れ
を
返
済
し
た
が
、

I
M
F
は
こ
こ
で
ふ

た
た
び

G
A
B
を
発
動
し
、
ま
た
金
売
却
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
六
四
年
中
の
イ
ギ
リ
ス
の
引
き
出
し
額
は
右
の
て

0
0
0
・
0

百
万
ド
ル
|
1
1
川
判
。
そ
し
て
同
年
中
に
他
の
加
盟
国
に
よ
り
買
い
戻
し
に

用
い
ら
れ
た
英
ポ
ン
ド
は
七
・
八
百
万
ド
ル
|
|
制
。
基
金
が
金
売
却
に

よ
っ
て
取
得
し
た
英
ポ
ン
ド
は
ゼ
ロ
|
|
!
的
(
ち
な
み
に
英
ポ

γ
ド
は
今

日
ま
で
金
売
却
に
よ
っ
て
取
得
す
る
と
い
っ
た
対
象
に
な
っ
た
こ
と
は
な

い
)
。
し
た
が
っ
て
基
金
に
入
っ
た
英
ポ
ン
ド
は
一
、

0
0じ
・
八
百
万

ド
ル
。
こ
れ
に
た
い
し
基
金
か
ら
出
た
英
ポ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
の
買
い
一

し
に
よ
る
返
済
は
ゼ
ロ
|
|
制
。
他
の
加
問
固
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た

英
ポ
ン
ド
は
七
・
一
ニ
百
万
ド
ル
|
|
}
刷
。
し
た
が
っ
て
差
し
引
き
基
金
に

入
っ
た
英
ポ

γ
ド
は
一
、

0
0
0
・
五
百
万
ド
ル
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
が
一
九
六
四
年
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
「
純
引
き
出
し
額
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
な
お
一
九
六
六
年
四
月
末
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
の
純
引
き
出

し
残
高
(
単
位
百
万
ド
ル
)
は
A
p
g
A
H
・0
(
〉
)
十
虫
・
ω
(
別
)
+
。
(
匂
)

l

(
ゲ

∞
一
戸
大
切
)
十
邑
∞
・
大
口
)
H
N
u
ω
E・
日
と
い
う
計
算
に
な
る
が
、
こ
の
う

ち
こ
の
D
「
引
き
出
さ
れ
た
通
貨
額
し
は
「
連
合
王
国
の
出
資
勘
定
に
貸
記

さ
れ
〔
さ
き
の
註
(
叩
〉
参
照
ー
し
た
が
っ
て
茶
会
に
よ
る
純
売
却
と
な
ら

な
い
他
の
加
盟
国
に
よ
る
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
引
き
出
し
〔
一
九
六

O
年
に

お
け
る
四
一
-
一
百
万
ド
ル
相
当
額
。

l
l表
I
呂
町
田
宮
え
句

5門

H
F目

的

5
0
5
の
脚
註
〕
を
含
む
」
(
D
表
脚
註
)
の
で
、

C
表
の
純
引
き
出
し
残
高

は
二
、
四
三
五
・
五
百
万
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
加
盟
各
悶
の
一

二
二

O

九
六
六
年
四
月
末
現
在
で
の
純
引
き
出
し
額
総
計
は
四
、
七
三
七
・
八
百

万
ド
ル
で
あ
る
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
は
一
国
で
そ
の
過
半
を
占
め
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
ぐ
の
は
前
記
の
ア
メ
リ
カ
の
五
一
六
・
一
百
万
ド
ル
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
西
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
に
つ
い
て
、
同
様
に
一
九
六
四
年
を
例
に

と
っ
て
見
℃
み
よ
う
。
西
ド
イ
ツ
に
よ
る
基
金
か
ら
の
引
き
出
し
は
ゼ
ロ

で
あ
っ
た
、
ー
ー
ー
A
表
「
引
き
出
し
額
」
。
西
ド
イ
ツ
は
こ
の
一
九
六
四
年

に
お
い
て
ど
け
で
な
く
、
一
九
五
三
年
に

I
M
F
に
加
盟
し
て
以
来
ま
だ

一
度
も
I
M
F
か
ら
の
引
き
出
し
を
行
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て

B

表
「
買
い
戻
し
に
よ
る
返
済
額
」
も
ゼ
ロ
。
他
方
、
他
の
加
盟
国
に
よ
っ
て

引
き
出
さ
れ
た
西
独
マ
ル
ク
は
七
一
八
・
一
百
万
ド
ル
、
1
1
1
D
表
「
引
引

き
出
さ
れ
た
通
貨
額
」
。
こ
の
西
独
マ
ル
ク
の
引
き
出
し
は
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
前
記
の
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
な
き
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
他
の
加
盟
国
に
よ
っ
て
買
い
戻
し
に
用
い
ら
れ
た
西
独
マ
ル
ク
は
二

六
四
・
六
百
万
ド
ル
、
|
|
E
表
「
買
い
戻
し
通
貨
別
の
買
い
戻
し
編
」
。

そ
し
て
「
基
金
に
よ
る
通
貨
と
ひ
き
か
え
の
金
売
却
額
」
が
九
一
二
・

O
否

万
ド
ル
、
ー

l
F表
。
こ
れ
は
さ
き
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
一
、

0
0
0百
万

ド
ル
の
供
給
の
た
め
に
行
な
っ
た
基
金
に
よ
る
二
五

O
百
万
ド
ル
の
金
売

却
に
お
け
る
西
独
マ
ル
グ
向
け
の
分
で
あ
る
。
七
一
八
・
一
百
万
ド
ル
の

西
独
マ
ル
ク
の
基
金
か
ら
の
引
き
出
し
の
う
ち
、
基
金
が
金
売
却
に
よ
っ

て
取
得
し
た
も
の
が
九
三
・

O
百
万
ド
ル
、
そ
れ
に
前
記
の
よ
う
に

G
A

B
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
が
一
八

0
・
0
百
万
ド
ル
。
し
た
が
っ
て
基

金
は
、
基
金
保
有
分
以
外
に
計
二
七
三
百
万
ド
ル
を
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
調

達
し
て
引
き
出
し
に
応
じ
た
わ
け
で
あ
る
。



か
く
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
基
金
に
入
っ
た
西
独

マ
ル
ク
は
叫
が
ゼ
戸
、
回
が
二
六
回
・
六
百
万
ド
ル
、
伺
が
九
三
了

O
百

万
ド
ル
。
こ
れ
に
た
い
し
基
金
か
ら
出
た
西
独
マ
ル
ク
は
倒
が
ゼ
戸
、
制

が
七
一
八
・
一
百
万
ド
ル
。
し
た
が
っ
て
差
し
引
き
基
金
か
ら
出
た
西
独

マ
ル
ク
は
三
六

0
・
五
百
万
ド
ル
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
一
九
六

四
年
に
お
け
る
西
独
マ
ル
ク
の
「
茎
金
に
よ
る
純
売
却
額

(
Z色
町
ロ
ロ
仏

ω包
町
田
)
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
|
|
切
十
む
|
(
〉
+
開
+
句
)
。
な
お
一

九
六
六
年
四
月
末
現
在
の
西
独
マ
ル
ク
の
基
金
に
よ
る
純
売
却
残
高
(
単

位
可
万
ド
ル
)
は
O

(
切
)
+
N
b
坦
吋
・
C
(
ロ
)
(
。
(
〉
)
十
ご
叶
・
臼
(
開
)
+

怠
N
・
日
〈
匂
)
H
U

口
-
N
と
い
う
計
算
に
な
る
が
、
さ
き
の
英
ポ
ン
ド
の
ば
あ

い
と
同
様
に
、
こ
の
刷
「
引
き
出
品
さ
れ
た
通
貨
額
」
は
「
ド
イ
ツ
の
出
資

勘
定
に
貸
記
さ
れ
る
、
し
た
が
っ
て
基
金
に
よ
る
純
売
却
と
な
ら
な
い
、

一
九
五
三
年
の
ト
ル
コ
に
よ
る
四
・
四
百
万
ド
ル
の
引
き
出
し
を
含
む
」

(
D
表
脚
註
)
の
で
、

G
表
「
基
金
に
よ
る
純
売
却
額
」
は
九
一
七
・
二

百
万
ド
ル
か
ら
こ
の
四
・
四
百
万
ド
ル
を
引
い
た
九
二
一
・
八
百
万
ド
ル

と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
一
九
六
六
年
四
月
末
の
基
金
に
よ
る
純
売
却

総
計
は
三
、
三
八
五
・
一
百
万
ド
ル
で
あ
り
、
西
独
マ
ル
ク
が
も
っ
と
も

多
く
、
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
が
七
三
二
・
九
百
万
ド
ル
で
こ
れ
に
つ
、
ぎ
、

イ
タ
リ
ア
・
リ
ラ
四
五
六
・
七
百
方
ド
ル
、
オ
ラ
ン
、
タ
・
ギ
ル
ダ
ー
、
ベ

ル
ギ
ー
・
フ
ラ
ン
、
カ
ナ
ダ
・
ド
ル
が
二

0
0百
万
ド
ル
台
、
そ
し
て
日

本
円
が
一
四

0
・
一
百
万
ド
ル
と
つ
づ
い
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ

カ
、
イ
ン
ド
な
ど
が
I
M
F
に
た
い
し
て
大
き
く
債
務
者
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に

あ
り
、
他
方
債
権
者
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
の
は
西
欧
諸
国
、
そ
れ
に
カ
ナ

国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

ダ
、
日
本
な
ど
で
あ
る
。

最
後
に
日
本
円
に
つ
い
て
、
や
は
り
一
九
六
四
年
を
例
に
と
っ
て
見
て

お
こ
う
。
既
述
の
よ
う
に
わ
が
国
は
一
九
六
四
年
一
一
一
月
に

I
M
F
と
の
間

で
三

O
五
百
万
ド
ル
の
ス
タ
ン
ド
・
パ
イ
取
り
決
め
を
給
ん
で
い
た
が
、

じ
っ
さ
い
の
引
き
出
し
は
行
な
わ
な
か
っ
た
、
ー
ー

ωゼ
ロ
。
ま
た
買
い
戻

し
に
よ
る
返
済
も
ゼ
ロ
1

1

倒
。
他
の
加
盟
国
に
よ
る
日
本
円
の
引
き
出

し
は
五
回
・

O
百
万
ド
ル
|
|
刷
。
他
の
加
盟
囚
に
よ
っ
て
買
い
戻
し
に

用
い
ら
れ
た
日
本
円
は
ゼ
ロ
l
l
1的
。
基
金
に
よ
る
日
木
円
と
ひ
き
か
え

の
金
売
却
額
は
前
記
の
よ
う
に
一
四
・

O
百
万
ド
ル

l
i例
。
か
く
て
、

基
金
に
入
っ
た
円
は
仙
仰
が
ゼ
ロ
、
的
が
ゼ
ロ
、
例
が
一
四
・

O
百
万
ド
ル
、

こ
れ
に
た
い
し
基
金
か
ら
出
た
円
は
刷
が
ゼ
ロ
、
制
が
五
四
・

O
百
万
ド

ル
。
差
し
引
き
基
金
か
ら
出
た
円
は
四

0
・
0
丙
万
ト
ル
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

i
l
一
九
六
四
年
に
お
け
る
日
本
円
の
「
基
金
に
よ
る
純
売
却
額
」
、

切
十
ロ
(
〉
十
肘
+
司
)
。
そ
し
て
こ
の
倒
の
日
本
円
の
引
き
出
し
五
四

・
0
百
万
ド
ル
の
う
ち
、
基
金
が
金
売
却
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
が
右

の
一
四
・

O
百
万
ド
ル
、
そ
れ
に
前
記
の
よ
う
に
G
A
B
に
よ
っ
て
取
得

し
た
も
の
が
ニ

0
・
0
百
万
ド
ル
、
計
二
一
四
百
万
ド
ル
が
基
金
に
よ
っ
て

あ
ら
た
に
調
達
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
一
九
六
六
年
四
月
末

現
在
の
日
本
円
の
基
金
に
よ
る
純
売
却
残
高
(
単
位
百
万
ド
ル
)
は
N
怠
・
。

(
回
)
十
日
出
・
。
(
U〉
1
(
N
A
5
・
。
(
〉
)
+
印
斗
・
大
開
)
十

2
・印(司
)
H
Z
0・H
と

い
う
計
算
に
な
る
。
さ
き
に
G
表
「
基
金
に
よ
る
純
売
却
額
」
|
|
売
却

さ
れ
た
通
貨
別
に
純
売
却
の
現
在
に
お
け
る
残
高
を
計
上
し
て
い
る
ー
ー

で
臼
木
円
が
一
四

0
・
一
百
万
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
と
し
た
額
で
あ
る
。

一一
一一



国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

以
上
、
こ
の
開
同
号
自
問
0
4
H
a
E∞
虫
色
。
ロ
の
表
は
|
|
表
も
そ
う
で

あ
る
が

I
M
F
か
ら
の
引
き
出
し
、
買
い
戻
し
の
取
り
引
き
そ
の
も
の
が

ー
ー
ー
や
や
分
か
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
メ
モ
と
し
て
書
き
し
る
し

て
お
い
た
。

...... 
J、

I
M
F
が
業
務
を
時
開
始
し
た
の
は
既
述
の
よ
う
に
一
九
四
七
年
一
一
一
月
一

日
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
い
わ
ゆ
ノ
る
下
ル
不
足
の
状
態

に
あ
っ
た
が
、

I
M
F
は
そ
の
協
定
条
文
で
「
基
金
は
、
救
済
若
し
く
は

復
興
の
た
め
の
便
宜
を
与
え
、
叉
は
戦
争
か
ら
生
じ
た
国
際
の
債
務
を
処

理
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
(
第
一
四
条
「
過
渡
期
」
第

一
項
「
序
言
」
)
と
し
て
い
た
し
|
|
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
プ
協
定
で
は
こ

う
し
た
こ
と
は
国
際
復
興
開
発
銀
行
(
い
わ
ゆ
る
世
界
銀
行
)
の
仕
事
と
し

た
わ
け
で
あ
る

i
i、
ま
た
I
M
F
の
資
金
が
急
速
に
結
渇
す
る
こ
と
を

(
川
崎
)

お
そ
れ
で
資
金
利
用
を
な
る
べ
く
制
限
し
よ
う
と
し
た
。

I
M
F
の
専
務

理
事
は
業
務
岡
始
に
先
立
ち
、
「
I
M
F
の
外
貨
資
金
の
供
与
は
当
分
の

問
、
付
そ
の
加
盟
国
に
通
貨
危
機
が
存
在
し
、
し
か
も
、
こ
の
危
機
が
I

M
F
の
資
金
利
用
に
よ
り
回
復
の
見
込
み
が
あ
る
場
合
に
限
る
こ
と
、
ね

加
盟
国
の
外
貨
買
入
れ
は
、

I
M
F
当
局
の
個
別
審
査
に
服
す
る
こ
と
、

を
条
件
と
し
て
の
み
与
え
ら
れ
る
」
旨
声
明
し
た
(
堀
江
、
前
拘
書
、
一
八
二

ペ
ー
ジ
)
。
し
か
し
翌
一
九
四
八
年
四
月
に
マ

i
ジ
ャ
ル
・
プ
ラ

γ
に
よ
る

援
助
が
は
じ
ま
る
ま
で
の
一
年
間
は
、

I
M
F
資
金
の
利
用
は
か
な
り
行

な
わ
れ
、
一
九
四
八
年
四
月
一
二

O
日
に
終
る
年
度
内
の
資
金
引
き
出
し
額

一一一一
一

は
六

O
六
・

O
百
万
ド
ル
に
及
ん
だ
(
国
間
口
町
〉
ロ
片
付
r片
山
門
』
芯
同
ミ
ミ

諸島足。
NSH
』向。
amwH号
、
也
、
な
喜
子
円
。
ロ
仏
。
P

S
や
ゲ

KFH)也
市
ロ
色
同
J

戸

ω
M
7

5
3目
的
由
同
』
呂
町
ヨ
ロ
自
己
と
〉
明
白
山
田
仲
間
月
刊
)
。

(
U
)
I
M
F
協
定
で
は
尿
加
盟
国
の
割
り
当
て
額
を
「
附
表
A
」
に
掲
げ
、

「
そ
の
他
の
加
盟
国
の
割
当
績
は
、
基
金
、
か
定
め
る
」
と
し
て
い
た
ロ
こ
の

「
附
表
A
」
で
は
ア
メ
リ
カ
二
、
七
五
O
(単
位
百
万
ド
ル
)
、
イ
ギ
リ
ス
一
、

一二
Q
O、
ソ
ビ
エ
ト
一
、
二

C
C、
中
国
五
五
C
、
フ
ラ
ン
ス
四
五

C
、
イ
ソ

ド
四
Q
O、
カ
ナ
ダ
三
O
O、
:
:
:
と
い
う
よ
う
に
四
四
カ
国
に
つ
い
て
伶
額

八
、
八
0
0百
万
ド
ル
の
割
り
当
て
額
を
定
め
て
い
た
(
ソ
ビ
エ
ト
は
調
印
し

な
か
っ
た
)
。
こ
の
割
り
当
て
額
に
も
と
や
つ
い
て
金
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
通
貨

で
の
出
資
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
い
わ
ん
不

足
は
、
こ
れ
を
賄
う
こ
と
は
I
M
F
の
融
資
白
的
を
こ
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と

と
も
に
、

I
M
F
の
も
つ
金
お
よ
び
ド
ル
の
量
で
は
い
か
ん
と
も
な
し
え
な
い

程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
四
八
年
四
月
か
ら
マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諮
濁
に
た
い

し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
ド
ル
不
足
に
た
い
し
て
、

I
M
F
か
ら
ド
ル
を
引
き
出
す
の
で
は
な
く
、

I
M
F
機
構
の
外
で
、
ア

メ
リ
カ
が
直
接
に
援
助
す
る
形
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
戦
後

の
時
期
に
ア
メ
リ
カ
が
行
な
っ
た
海
外
援
助
は
年
間
六
J
七
O
億
ド
ル
に

の
ぼ
り
、
一
九
五
一
年
六
月
ま
で
つ
づ
け
ら
れ
た
マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
額
は

計
一
五

O
億
ド
ル
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
I
M
F
理
事
会
は
一
九
四
八
年

四
月
に
「
7
1
ツ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
に
参
加
し
た
加
盟
国
は
、
例
外
的
な
ま

た
は
予
見
し
え
な
い
場
合
を
除
き
、

I
M
F
資
金
の
利
用
を
差
控
え
る
べ



き
で
あ
る
」
旨
の
通
達
を
全
加
盟
国
に
発
し
た
(
堀
江
、
前
掲
書
、
一
八
二
ペ

ー
ジ
)
。
か
く
て

I
M
F
の
融
資
額
、
つ
ま
り
加
盟
国
に
よ
る
引
き
出
し

額
は
一
九
四
八
会
計
年
度
(
一
九
四
九
年
四
月
一
二
O
日
に
終
る
一
九
四
八

J
四
九
年
度
)
に
は
一
一
九
・
四
百
万
ド
ル
、
四
九
J
五
0
年
度
に
は
五

一
・
八
百
万
ド
ル
、
五

0
1五
一
年
度
に
は
こ
八
・
O
百
万
ド
ル
と
い
う

す
く
な
い
額
に
と
ど
ま
り
(
回

-EEnr工
事
長
・
)
、
一
九
五
O
年
に
は
ゼ

ロ
で
あ
っ
た
。

マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
経
済
は
立
ち
直
り
を

進
め
て
き
た
が
、

I
M
F
は
ま
た
マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
の
終
了
と
と
も
に
そ

の
資
金
供
与
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
方
針
を
採
っ
た
。
一
九
五
一
年
五
月

に
は
加
盟
国
が
通
貨
安
定
措
置
を
採
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
ば
あ
い
は
こ
れ

に
た
い
し
て
援
助
を
惜
し
ま
な
い
と
し
、
ま
た
一
九
五
二
年
二
月
に
は
こ

う
し
た
安
定
措
置
援
助
の
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
一
定
の
引
き
出
し
枠
を

与
え
て
お
く
こ
と
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
が
、
同
年
一
O
月
に
は
さ
ら
に

既
述
の
よ
う
に
こ
の
ス
タ
ン
ド
・
パ
イ
取
り
決
め
の
方
式
を
I
M
F
の
資

金
供
給
の
方
式
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
同
じ
く
一
九
五
二
年

二
月
に
は
既
述
の
よ
う
に
、

I
M
F
の
保
有
す
る
そ
の
国
の
通
貨
が
そ
の

国
の
割
り
当
て
額
を
こ
え
な
い
限
度
ま
で
は
自
動
的
に
無
条
件
に
資
金
の

利
用
を
許
可
す
る
、
つ
ま
り
"
コ
ー
ル
ド
・
ト
ラ
ソ
シ
ュ
に
つ
い
て
は
無
条

件
で
引
き
出
し
う
る
、
ま
た

I
M
F
の
保
有
す
る
そ
の
園
通
貨
が
割
り
当

て
額
の
一
O
O
%
以
上
一
二
五
%
ま
で
|
|
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ト
ラ
ン
シ
ュ

E
|ー
の
資
金
利
用
に
つ
い
て
も
寛
大
に
許
可
す
る
と
す
る
な
ど
、
資
金
利

用
緩
和
の
方
針
を
採
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
一
九
五
三
年
か
ら
は
年
聞
の

国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

引
き
出
し
額
は
割
り
当
て
額
の
二
五
克
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
条

件
を
免
除
し
た
り
(
前
記
詮
(
8
〉
参
照
)
、
ま
た
加
盟
国
は
平
簡
を
設
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

I
M
F
資
金
を
利
用
す
る
資
格
を
も
つ
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
(
I
M
F
協
定
第
二
O
条
第
四
項
C
)
・
一
九
五
四
年
に
は

平
価
の
未
設
定
国
に
た
い
し
て
も
資
金
供
給
を
行
な
う
措
置
を
採
る
よ
う

(
日
)

に
し
た
。

〈
時
)
「
一
九
六
四
年
六
月
に
、
第
一
次
平
価
を
設
定
し
て
い
な
い
す
べ
て
の
原

加
盟
国
で
な
い
固
に
た
い
し
、
引
き
出
し
に
先
行
す
る
条
件
と
し
て
こ
の
設
定

を
必
要
と
す
る
こ
と
を
免
除
し
た
。
こ
の
免
除
は
、
そ
れ
ま
で
は
た
だ
少
数
の

加
盟
国
(
そ
の
領
土
が
敵
国
に
占
領
さ
れ
て
い
た
原
加
盟
国
な
ら
び
に
イ
タ
リ

ア
、
イ
γ
ド
ネ
シ
ア
、
お
よ
び
タ
イ
)
に
た
い
し
て
の
み
与
え
ら
れ
て
い
た
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
免
除
に
よ
っ
て
、
第
一
次
平
価
を
設
定
し
て
い
な
い

国
々
も
、
基
金
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
額
と
条
件
で
引
き
出
し
を
行
な
う
こ
と

を
許
可
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
Q
N
V
M司

z。件。。ロ
5
0
k
r
n
n
o
ロロ
Z
E
-血

-
P
E
E
a
5
5
。
片
手
。
司

5
3
0
「
免
除
条
項
を
適
用
し
な
け
れ
ば
、
引
き
出

し
額
は
、
そ
の
引
き
出
し
に
よ
っ
て
そ
の
加
盟
国
通
貨
の
基
金
保
有
高
が
一
二

カ
月
の
期
間
内
に
一
一
五
%
以
上
増
加
し
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
の
割
り
当
て
額
の

二
O
O
一
%
を
こ
え
な
い
こ
と
、
と
い
う
限
度
が
あ
る
。
一
九
五
一
二
年
以
来
は
大

部
分
の
引
き
出
し
は
そ
の
加
盟
国
の
割
り
当
て
額
の
二
五
%
よ
り
大
き
な
も
の

と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
一
九
六
三
年
以
来
は
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
加
盟
国
通
貨

の
基
金
保
有
高
が
そ
の
割
り
当
て
額
の
二
O
O
%
を
こ
え
る
よ
う
に
な
る
引
き

出
し
も
い
く
つ
か
行
な
わ
れ
て
い
る
〔
既
述
の
、
第
一
次
産
品
の
輸
出
に
依
存

し
て
い
る
後
進
国
に
た
い
し
て
認
め
た
も
の
〕
」
(
芯
ミ
・
〉

こ
う
し
た
緩
和
措
置
が
採
ら
れ
た
が
、
他
方
で
一
九
五
O
年
六
月
に
朝

一一
一



国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

鮮
戦
争
が
お
こ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
世
界
の
ド
ル
不
足
は
大
幅
に
緩
和
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
西
欧
諸
国
通
貨
当
局
の
金
お
よ
び
外
貨
1

1
ド
ル

!
l準
備
は
ま
だ
潤
沢
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
い
ぜ
ん
厳
重
な
為
替
管

理
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、

I
M
F
に
た
い
す
る
資
金
需
要
は
き
わ
め

て
低
か
っ
た
。
「
I
M
F
に
た
い
す
る
各
国
の
資
金
需
要
が
少
な
か
っ
た

の
は
、
当
時
、

I
M
F
の
門
を
叩
く
と
き
は
、
か
え
っ
て
こ
れ
、
が
自
国
の

対
外
収
支
上
の
困
難
を
内
外
に
示
す
結
果
と
も
な
り
、
こ
の
た
め
I
M
F

よ
り
の
外
貨
購
入
は
、
自
国
収
支
の
改
善
よ
り
も
む
し
ろ
悪
化
の
原
因
と

な
る
と
い
っ
た
危
倶
が
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
に
も
理
由
が
あ
っ
た
」

(
堀
江
、
前
掲
書
、
一
八
四
J
五
ペ
ー
ジ
三
一
九
五

O
年
の
引
き
出
し
額
は
前

記
の
よ
う
に
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
も
引
き
出
し
は
あ
っ
て
も
返
済

が
こ
れ
を
上
回
り
、
し
た
が
っ
て
I
M
F
の
資
金
供
給
残
高
、
つ
ま
り
加

盟
国
に
よ
る
純
引
き
出
し
残
高
は
一
九
五

O
年
末
七
三
コ
一
・
二
百
万
ド

ル
、
五
一
年
末
六
九
四
・

O
百
万
ド
ル
、
五
二
年
末
六
七
七
・
五
百
万
ド

ル
、
五
三
年
末
五
八
六
・
六
百
万
ド
ル
、
五
四
年
末
四
一
二
九
・
二
百
万
ド

ル
、
五
五
年
末
二
三
四
・
二
百
万
ド
ル
と
減
少
を
辿
っ
て
い
っ
た
。

だ
が
一
九
五
六
年
七
月
に
ス
エ
ズ
紛
争
が
お
こ
り
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス

の
外
貨
準
備
は
危
機
に
瀕
し
た
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て

I
M
F
は
多
額
の

資
金
供
給
を
行
な
い
、

I
M
F
は
と
の
と
き
か
ら
い
わ
ば
本
格
的
活
動
を

は
じ
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
五
六
年
に
I
M
F
は
イ
ギ
リ
ス
に
た
い

し
て
五
六
二
百
万
ド
ル
の
即
時
引
き
出
し
(
ス
タ

γ
ド
・
パ
イ
取
り
決
め

に
よ
ら
な
い
直
接
引
き
出
し
)
を
認
め
、
ま
た
そ
の
ほ
か
七
三
八
百
万
ド

ル
の
ス
タ
ン
ド
・
パ
イ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
認
め
、
ま
た
向
じ
く
打
撃
を
受

一
一
二
四

け
た
フ
ラ
ン
ス
に
た
い
し
て
も
二
六
三
百
万
ド
ル
の
ス
タ
ン
ド
・
パ
イ
・

ク
レ
ジ
ッ
ト
を
認
め
た
。
こ
の
イ
ギ
リ
ス
に
引
き
出
し
を
認
め
た
五
六
二

百
万
ド
ル
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
ゴ
ー
ル
ド
・
ト
ラ

γ
シ
ュ
と
フ
ァ
ー
ス

ト
・
ト
ラ
ン
シ
ュ
と
を
合
わ
せ
た
額
で
あ
り
、
ま
た
五
六
二
百
万
ド
ル
と

七
二
一
八
百
万
ド
ル
と
の
合
計
一
、
三

O
(〉
百
万
ド
ル
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス

の
割
り
当
て
額
の
一

O
O克
と
い
う
多
額
の
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
フ
ラ

ン
ス
に
認
め
た
ス
タ

γ
ド
・
バ
イ
取
り
決
め
額
(
一
エ
ハ
一
了
五
百
万
ド
ル
)

は
当
川
の
一
フ
ラ

γ
ス
の
割
り
当
て
額
(
フ
ラ
ン
ス
は
一
九
四
七
年
一
月
に

割
り
当
て
一
織
を
当
初
の
四
五

O
百
万
ド
ル
か
ら
五
二
五
百
万
ド
ル
に
増
額

さ
れ
た
)
の
半
分
と
い
う
計
算
が
あ
っ
た
。
つ
ぎ
の
一
九
五
七
年
に
も
フ

ラ
ン
ス
の
一
一
六
ニ
・
五
百
万
ド
ル
の
引
き
出
し
、
イ
ン
ド
の
二

0
0
・
0

百
万
ド
ル
、
日
本
の
一
一
一
五
・

O
百
万
ド
ル
、
そ
の
他
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、

オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
な
ど
の
引
き
出
し
、
が
あ
り
、
引
き
出
し
総
額
は
一

九
五
六
年
の
六
九
二
・
五
百
万
ド
ル
を
上
回
る
九
七
七
・
一
百
万
ド
ル
に

及
ん
だ
。
か
く
て
I
M
F
の
資
金
供
給
残
高
(
純
引
き
出
し
残
高
)
は
一
九

五
五
年
末
の
二
三
四
・
二
百
万
ド
ル
か
ら
一
九
五
六
年
末
に
は
八
二
ニ
・

四
百
万
ド
ル
と
な
り
、
一
九
五
七
年
末
に
は
一
、
七
二
六
・
七
百
万
ド
ル

に
達
す
る
に
い
た
っ
た
。

と
こ
ろ
亡
、
当
時
引
き
出
さ
れ
た
通
貨
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
米
ド
ル
で

あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
大
き
な
資
金
供
給
、
引
き
出
し
に
よ
っ
て
I
M
F
の

米
ド
ル
保
有
高
は
急
速
に
減
少
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
五
六
、
五
七

年
に
引
き
出
さ
れ
た
通
貨
は
一
五
・
。
百
万
ド
ル
の
カ
ナ
ダ
・
ド
ル
以
外

は
す
べ
て
米
ド
ル
で
あ
っ
た
か
ら
、
米
ド
ル
で
の
若
干
の
買
い
戻
し
を
差



し
引
い
て
も
、
こ
の
両
年
で
米
ド
ル
の
純
引
き
出
し
額
は
一
、
五
O
O
百

万
ド
ル
あ
ま
り
に
及
ん
だ
。

I
F
M
は
一
九
五
七
年
に
は
じ
め
て
「
通
貨

と
ひ
き
か
え
の
金
売
却
」
を
行
な
い
、
保
有
金
の
う
ち
六
O
O
百
万
ド
ル

を
ア
メ
リ
カ
に
売
り
米
ド
ル
の
補
填
を
図
っ
た
が
、
な
お
I
M
F
の
米
ド

ル
保
有
高
は
一
九
五
五
年
末
の
一
、
七
O
六
百
万
ド
ル
に
比
し
、
一
九
五

七
年
末
に
は
約
九
コ
一
O
百
万
ド
ル
減
の
七
七
五
百
万
ド
ル
と
い
う
低
さ
に

陥
こ
む
こ
と
と
な
っ
た
。
他
方
同
一
九
五
七
年
末
に
ス
タ
ン
ド
・
パ
イ
・

ク
レ
ジ
ッ
ト
の
未
使
用
残
高
は
八
七
O
百
万
ド
ル
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て

こ
の
ス
タ
ン
ド
・
パ
イ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
じ
っ
さ
い
に
引
き
出
さ
れ
る
な

ら
ば
、
ふ
た
た
び
保
有
金
に
手
を
つ
け
な
け
れ
ば
保
有
ド
ル
は
枯
渇
す
る

ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
っ
た
。
ま
た
I
M
F
は
河
一
九
五
七
年
末
に
て
一
八

O
百
万
ド
ル
の
金
資
産
を
保
有
し
て
い
た
が
(
こ
れ
に
投
資
し
て
い
る
金

i
l註
(
日
)
参
照
|
|
二
O
O
百
万
ド
ル
を
加
え
る
な
ら
ば
、
計
一
、
コ
一

八
O
百
万
ド
ル
と
な
る
)
、
し
か
し
一
九
五
六
、
五
七
年
の
よ
う
な
規
模

の
引
き
出
し
が
ふ
た
た
び
生
じ
る
な
ら
ば
i
1
1
両
年
の
米
ド
ル
の
引
き
出

し
総
額
は
一
九
五
六
年
六
七
七
・
五
百
万
ド
ル
、
五
七
年
九
七
七
・
一
百

万
ド
ル
、
計
一
、
六
五
回
・
六
百
万
ド
ル
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
米
ド
ル
で

の
買
い
戻
し
が
一
二
九
・
五
百
万
ド
ル
あ
っ
た
か
ら
、
差
し
引
き
米
ド
ル

の
純
引
き
出
し
額
は
一
、
五
二
五
・
一
百
万
ド
ル
と
前
記
の
よ
う
に
一
、

五
O
O
百
万
ド
ル
あ
ま
り
で
あ
っ
た
|
|
、
保
有
金
に
手
を
つ
け
て
も
、

残
す
と
こ
ろ
は
わ
ず
か
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た

(
I
M
F
の
米
ド

ル
お
よ
び
金
保
有
高
は
七
七
五
、
プ
ラ
ス
、
一
、
一
八
O
、
イ
コ
ー
ル
、

一
、
九
五
五
、
こ
れ
か
ら
一
、
六
五
五
を
マ
イ
ナ
ス
す
る
と
残
す
と
こ
ろ

国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

わ
ず
か
に
二
一
O
O
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
単
位
百
万
ド
ル
)
。

か
く
て
一
九
五
八
年
一
O
月
に
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
開
か
れ
た
I
M
F
の

第
一
一
一
一
四
年
次
総
会
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
代
表
か
ら
I
M
F
割
り
当
て

額
の
五
O
%
増
額
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
の
一
般
的
増
額
(
一
九
五
九
年
一

月
三
一
日
を
基
準
)
は
|
|
若
干
の
国
に
つ
い
て
は
こ
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー

ジ
を
こ
え
て
1
1
1
翌
一
九
五
九
年
二
月
に
決
定
さ
れ
、
同
年
九
月
お
よ
び

(
時
)

そ
れ
に
つ
づ
く
月
に
増
資
払
い
込
み
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
I

M
F
の
割
り
当
て
額
は
一
九
五
八
年
末
の
九
、
一
九
三
百
万
ド
ル
か
ら
一

(
日
)

九
五
九
年
末
に
は
二
二
、
九
五
八
百
万
ド
ル
に
増
加
し
た
。
そ
し
て
こ
の

増
資
を
必
要
な
ら
し
め
た
問
題
の

I
M
F
の
ド
ル
保
有
高
に
つ
い
て
見
る

と
、
増
資
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
割
り
当
て
額
は
二
、
七
五
O
百
万
ド

ル
か
ら
四
、
一
二
五
百
万
ド
ル
と
な
り
、
増
資
分
一
、
三
七
五
百
万
ド

ル
の
う
ち
ド
ル
で
の
払
い
込
み
分
は
七
五
%
で
あ
る
か
ら
、

I
M
F
の
ド

ル
保
有
高
は
こ
れ
に
よ
っ
て
て
O
コ
二
・
二
五
百
万
ド
ル
増
加
し
た
こ

と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
払
い
込
み
に
加
え
て
、
一
九
五
八

年
、
さ
ら
に
一
九
五
九
年
に
は
加
盟
国
か
ら
I
M
F
へ
の
ド
ル
で
の
買
い

戻
し
額
が
引
き
出
し
額
を
上
回
り
、
計
三
二
二
・
四
百
万
ド
ル
の
買
い
戻

し
超
過
が
あ
っ
た
の
で
、

I
M
F
の
ド
ル
保
有
高
は
合
わ
せ
て
一
、
三
五

三
了
六
五
百
万
ド
ル
の
増
加
と
な
り
、
一
九
五
七
年
末
の
保
有
高
七
七
五

百
万
ド
ル
に
た
い
し
て
一
九
五
九
年
末
に
は
二
、
二
一
八
・
六
五
百
万
ド

(日〉

ル
と
な
る
に
い
た
っ
た
。
ま
た
金
出
資
額
は
一
九
五
七
年
末
の
一
、
六
七

四
百
万
ド
ル
か
ら
一
九
五
九
年
末
に
は
二
、
九
三
二
百
万
ド
ル
と
一
、
二

五
八
百
万
ド
ル
増
加
し
、
こ
の
ほ
か
金
で
の
買
い
戻
し
(
一
九
五
八
年
七

二
一
一
五



国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

六
・
八
百
万
ド
ル
、
一
九
五
九
年
一
五
二
一
・
八
百
万
ド
ル
)
な
ど
が
あ
っ

た
た
め
、

I
M
F
の
金
保
有
高
は
一
九
五
右
年
末
の
一
、
一
八

O
百
万
ド

ル
(
こ
の
ほ
か
投
資
し
て
い
る
金
二

O
O百
万
ド
ル
)
か
ら
一
九
五
九
年

末
に
は
二
、
四

O
七
百
万
ド
ル
(
こ
の
ほ
か
投
資
し
て
い
る
金
五

O
O百

万
ド
ル
〉
と
な
っ
た
。
か
く
て

I
M
F
の
米
ド
ル
お
よ
び
Aπ

保
有
高
ば
一

九
五
七
年
末
の
一
、
九
五
五
百
万
ド
ル
(
右
の
二

O
O百
万
ド
ル
を
加
え

る
と
二
、
一
五
五
百
万
ド
ル
〉
か
ら
一
九
五
九
年
末
に
は
四
、
五
三
五
百

万
ド
ル
(
右
の
五

O
O百
万
ド
ル
を
加
え
る
と
五
、

O
三
五
百
万
ド
ル
)

と
い
ち
じ
る
し
〈
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

(
村
山
〉
「
一
九
主
七
年
の
年
次
総
会
に
お
い
て
、
国
際
通
貨
基
金
の
職
員
は
国
際

流
動
性
に
か
ん
す
る
る
研
先
を
は
じ
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
決
定
が
な
さ

れ
た
。
そ
し
て
一
年
後
の
一
九
五
八
年
九
月
、
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
に
お
い
て
国
際

通
貨
基
金
加
盟
国
会
議
が
開
催
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
研
究

1
l
『
国
際
準
備
と

流
動
性
(
官
官
自
民
5
5
H
阿

2
2
2
m
告白

F
E巳
a
q
)』
と
題
し
た
も
の
l
l
a

が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
主
な
結
論
は
、
国
際
流
動
性
の
現
状
は
つ
ぎ
の
二
つ
の

条
件
が
み
た
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
国
際
貿
易
な
ら
び
に
決
済
の
今
後
の
動
向
に
不

安
を
与
え
る
原
因
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
条
件
の
第

一
は
、
各
国
が
慎
重
な
経
済
政
策
を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
国
際

通
貨
基
金
の
資
金
が
将
来
加
盟
国
か
ら
ど
の
よ
う
な
額
の
貸
し
出
し
要
請
が
な

さ
れ
て
も
、
十
分
に
こ
た
え
う
る
よ
う
な
多
額
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
な
お
こ
の
I
M
F
の
研
究
報
告
に
つ
い
て
は
堀
江
、
前

掲
書
、
ニ

O
五
J
一一一

0
ペ
ー
ジ
参
照
u
o

そ
れ
ゆ
え
、
基
金
の
常
任
理
事
会

が
国
際
通
貨
基
金
の
望
ま
し
い
資
金
規
模
に
つ
い
て
の
問
題
を
研
究
す
べ
き
で

あ
る
、
と
の
決
議
が
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
な
き
れ
た
。
一
九
五
八
年
一
二
月
に
、

一
一
一
一
六

理
事
会
は
ほ
と
ん
ど
の
加
盟
国
の
割
り
当
て
額
を
五

O
%、
あ
る
国
で
は
そ
れ

以
上
に
引
き
上
、
げ
る
よ
う
勧
告
し
た
。
:
:
・
こ
れ
ら
の
提
案
は
基
金
の
各
国
委

員
会
に
よ
っ
て
受
諾
さ
れ
、
い
ま
や
各
国
議
会
の
批
准
を
待
つ
ば
か
り
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
提
案
の
結
果
は
、
総
割
り
当
て
組
を
一
九
五
八
年
末
の

九
、
二
二
八
百
万
ト
ル
か
ら
一
四
、
三
二
五
百
万
ド
ル
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に

な
ろ
う
し
、
金
の
全
出
資
額
が
全
額
払
い
込
ま
れ
る
と
、
国
際
通
貨
基
金
の
金

お
よ
び
米
ド
ル
保
有
高
は
約
一
一
一
一
一
億
ド
ル
増
加
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
(
回
沼
山

叶
豊
富
守
E
L
5
a
s
hお
き
た
え
旬
、
』
ミ
F

Z
丹
〉
ヨ
ロ

H由印∞
1
U
H
2
冨

2
n
r

s
g・
京
銀
調
査
部
訳
、
『
第
二
九
次
世
界
金
融
経
済
年
報
』
、
二
四
二
ペ
ー

ジ
v
o

(
ロ
)
「
い
く
つ
か
の
増
額
は
賦
払
い
で
払
い
込
ま
れ
た
し
、
ま
た
い
く
つ
か

の
加
盟
国
は
出
資
払
い
込
み
を
完
了
し
な
か
っ
た
の
で
、
:
:
:
六
五
加
県
国

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
基
金
資
金
の
増
加
は
、
一
九
五
九
年
一
月
一
一
一
一
日
か
ら
一

九
六
三
年
一

O
月一

O
日
の
期
間
に
九
、
一
一
二
八
百
万
ド
ル
か
ら
一
回
、
六
二

一
百
万
ド
ル
に
で
あ
っ
た
」
(
出
.
〉
ミ
ユ
n
r
a

。hy
a
h
-
甘
・
∞
由
)
。
な
お
、
ア
メ

リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
ぼ
五

O
%増
で
あ
っ
た
が
、
た
と
え
ば
、
カ
ナ
ダ
は
三

0
0

か
ら
五
五
の
に
、
西
ド
イ
ツ
は
三
三

O
か
ら
七
八
七
・
五
に
、
日
本
は
一
一
五

O

か
ら
五

O
Oに
、
と
い
う
よ
う
に
五

O
%を
こ
え
た
引
き
上
げ
が
行
な
わ
れ

た
。
ブ
ラ
ソ
ス
は
五
二
五
か
ら
七
八
七
・
五
と
五

O
%増
に
と
ど
ま
っ
た
。

(
単
位
百
万
ド
ル
)

(
沼
)
一
九
五
八
年
に
は
ド
ル
の
引
き
出
し
は
二
五
二
・
二
百
万
ド
ル
、
ド
ル

で
の
買
い
戻
し
は
二
七
一

-
O百
万
F
ル
、
し
た
が
っ
て
買
い
戻
し
超
過
は
一

八
・
八
百
万
ド
ル
、
一
九
五
九
年
に
は
ド
ル
の
引
き
出
し
は
二
ニ
八
・
五
百
万

ド
ル
、
ド
ル
で
の
買
い
戻
し
は
四
回
二
・
一
百
万
ド
ル
、
し
た
が
っ
て
買
い
戻

し
超
過
は
さ

O
三
・
六
百
万
ド
ル
、
計
三
二
一
一
、
四
百
万
ド
ル
。
な
お
一
一
、
一



二
八
・
六
五
は
四
捨
五
入
す
れ
ば
二
、
一
二
九
と
な
る
が
、
同
、
加
の
同
宮
司
の
部

の
表
W
叶

Emmzuω
え

H
E
R
S弘
司

5
品
巴
凶
仲
間
で
は
一
九
五
九
年
末
の

I
M
F
の
ド
ル
保
有
高
は
二
、
一
二
八
百
万
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
も

と
と
な
る
数
字
の
端
数
四
捨
五
入
の
た
め
の
差
で
あ
る
。
た
と
え
ば
三
二
二
、

プ
ラ
ス
、
一
、

O
コ
二
、
イ
コ
ー
ル
、
て
三
五
三
、
プ
ラ
ス
、
七
七
五
、
イ

コ
ー
ル
、
二
、
一
二
八
と
な
る
。
末
尾
の
数
字
が
文
中
で
も
合
っ
て
い
な
い
ば

あ
い
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
一
言
念
の
た
め
。

こ
の
よ
う
に

I
M
F
の
米
ド
ル
お
よ
び
金
保
有
高
は
一
般
的
増
資
、
お

よ
び
ド
ル
で
の
買
い
戻
し
超
過
、
金
で
の
買
い
戻
し
に
よ
っ
て
い
ち
じ

る
し
く
増
強
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
環
境
は
丁
度
こ
の
一
九

五
八
年
か
ら
変
化
が
現
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
は
、
一
九
五
八
年
に
は
ア

メ
リ
カ
の
国
際
収
支
が
三
五
億
ド
ル
と
い
う
大
幅
の
赤
字
を
出
し
、
以
後

一
九
五
九
年
に
は
コ
一
八
億
ド
ル
、
一
九
六

O
年
に
は
三
九
億
ド
ル
と
い
う

よ
う
に
大
幅
の
赤
字
が
毎
年
継
続
し
て
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
二
は
、
一
九
五
八
年
一
二
月
に
、
フ
ラ

γ
ス
の
新
平
価
決
定

ー
ー
ー
切
り
下
げ
ー
ー
に
つ
づ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
じ
め
西
欧
諸
国
に
お
い

て
非
居
住
者
経
常
勘
定
残
高
の
交
換
性
回
復
が
行
な
わ
れ
、
そ
し
て
一
九

六
一
年
二
月
に
は
こ
れ
ら
の
国
が
I
M
F
八
条
国
に
移
行
す
る
に
い
た
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
三
は
、
西
欧
諸
国
に
お
け
る
ド
ル
保
有
高
の
大
幅

増
加
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
国
の
通
貨
当
局
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
通
貨
当
局
か

ら
の
金
引
き
出
し
が
生
じ
、
ア
メ
リ
カ
の
金
保
有
高
が
一
九
五
八
年
に
は

こ
三
億
ド
ル
、
一
九
五
九
年
に
は
八
億
ド
ル

(
I
M
F
へ
の
金
で
の
増
資

払
い
込
み
額
を
含
め
る
と
一
一
億
ド
ル
)
、
一
九
六

O
年
に
は
一
七
億
ド

国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

ル
と
い
う
よ
う
に
急
テ
ン
ポ
で
減
少
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

I
M
F
は

一
九
五
六
年
、
五
七
年
の
ド
ル
引
き
出
し
に
よ
っ
て
そ
の
ド
ル
お
よ
び
金

保
有
高
が
急
減
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
開
庖
休
業
的
で
あ
っ
た

I
M
F
が
は
じ
め
て
大
き
な
活
動
を
行
な
っ
た
、
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
た
ち

ま
ち
そ
の
現
実
的
な
資
力
が
心
細
い
も
の
と
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
増
資

に
よ
っ
て
そ
の
資
力
の
増
強
を
図
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
こ

ん
ど
は
米
ド
ル
の
方
が
問
題
を
も
つ
も
の
と
な
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
さ
き
に
見
て
き
た

I
M
F
の
資
力
増
強
と
い
う
こ
と
に
か
ん
し
て

い
え
ば
、
さ
き
に
は

I
M
F
の
資
力
増
強
を
I
M
F
の
米
ド
ル
お
よ
び
金

保
有
高
の
増
加
と
し
て
と
ら
え
た
が
、
そ
し
て
も
と
も
と
一
九
五
九
年
の

一
般
的
増
資
は
直
接
的
に
は
こ
れ
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
が
、
そ
の
途
上
で
の
右
の
よ
う
な
西
欧
諸
国
通
貨
の
交
換
性
回
復
に
よ

り
、
こ
れ
ら
通
貨
の

I
M
F
保
有
高
も
|
|
の
ち
に
は
こ
れ
ら
通
貨
の

I

M
F
保
有
高
こ
そ
が
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
、
が
I
l
-
-

(
臼
)

M
F
の
現
実
的
な
資
力
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

(
M
M
)

「
本
報
告
期
間
中
二
九
五
九
年
四
月
一
日
J
一
九
六
O
年
三
月
一
一
一
一

日〕、

I
M
F
に
と
っ
て
最
大
の
事
柄
は
、
加
盟
諸
国
割
り
当
て
額
一
率
五
O

%
増
額
に
よ
る
大
幅
な
資
金
増
加
で
あ
っ
た
。
一
九
五
八
年
末
の
割
り
当
て
総

額
は
九
二
億
ド
ル
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
O
年
三
月
末
に
大
部
分
の
追
加
割
り

当
て
の
払
い
込
み
が
完
了
し
た
と
き
に
は
、
一
四
O
億
ド
ル
と
な
っ
た
。
そ
の

う
ち
七
O
M以
上
の
一

O
二
億
ド
ル
は
、
金
、
交
換
可
能
通
貨
す
な
わ
ち
協
定

第
八
条
の
義
務
受
諾
通
貨
、
お
よ
び
一
九
五
八
年
一
一
一
月
以
降
非
居
住
者
に
た

い
し
交
換
性
を
回
復
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
通
貨
で
あ
る
」
(
田
忠
司
堂
、
之
、
.

二
二
七



国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

H
b
h
s
s
g
h
旬
、
k
v

ミ
子
伊
丹
〉
ミ
ロ
忌
日
由
12ω

門

zznF
忌
由
。
、
東
銀
調
査
部

訳
、
『
第
三

O
次
世
界
金
融
経
済
年
報
九
二

O
一一了、四ベ
l
J乙
。
旬
、
切
で

F
i

白

5
丹
江
色
。
。
ロ
ロ
耳
目
。
ω
と
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
久
、
ヨ
l
ロ
Y
パ
工

業
国
1

1
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
デ
γ
マ
i
グ
、
ブ
ラ

γ
ス
、
西
ド
イ

ツ
、
イ
タ
ワ
ァ
、
ォ
ラ

γ
グ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
l
デ
γ
、
ス
イ
ス
l
l
L
、

カ
ナ
ダ
、
日
本
の
一
四
カ
国
の
う
ち
、
既
述
の
よ
う
に
従
来
八
条
国
で
あ
っ
た

の
は
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
カ
ナ
ダ
の
二
国
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
一
年
二
月
に
は

オ
ー
ス
ト
リ
ア
(
同
国
は
一
九
六
一
一
年
八
月
に
移
行
)
、
デ
γ
マ
!
夕
、
ノ
ル
ウ

ェ
ー
、
日
本
ご
九
六
四
年
四
月
に
移
行
〉
以
外
の
七
カ
国
が
八
条
悶
に
移
行

し
た
(λ

イ
ス
は
非
加
盟
国
)
。
な
お
I
M
F
協
定
で
「
安
一
換
可
能
通
貨
」
と
し

て
い
る
の
は
「
第
十
四
条
第
二
項
に
基
く
過
渡
的
取
極
を
利
用
し
て
い
な
い
」

国
の
通
貨
を
指
し
て
い
る
〈
協
定
第
一
九
条

ωお
よ
び
側
三
い
い
か
え
れ
ば
協

定
第
八
条
第
二
J
四
項
の
義
務
を
受
諾
し
て
い
る
国
の
通
貨
、
つ
ま
り
基
金
の

承
認
な
し
に
経
前
的
支
払
い
お
よ
び
ト
ラ

γ
ス
フ
ァ
l
に
た
い
し
て
制
限
を
課

し
て
い
な
い
国
の
通
貨
で
あ
る
。

一
九
五
八
年
中
に
「
ア
メ
リ
カ
で
は
、
金
保
有
高
が
二
、
二
七
五
百
万

ド
ル
減
少
す
る
一
方
、
外
国
に
た
い
す
る
短
期
負
債
が
一
、

0
0
一
百
万
ド

ル
増
加
し
た
。
他
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
金
お
よ
び
短
期
ド
ル
資
産

保
有
高
が
一
二
、
七

Q
四
百
万
ド
ル
増
加
し
、
ぎ
た
カ
ナ
ダ
、
日
本
で
も
そ

れ
ぞ
れ
三
五
一
百
万
ド
ル
、
三
八
四
百
万
ド
ル
の
増
加
を
示
し
た
。
ま
た

右
以
外
の
国
々
で
は
、
ソ
連
お
よ
び
東
欧
諸
国
を
除
き
、
一
括
し
て
、
金

お
よ
び
短
期
ド
ル
資
産
は
四
四
七
百
万
ド
ル
減
少
し
た
。
・
:
:
国
際
諸
機

関
は
金
お
よ
び
短
期
ド
ル
資
，
産
を
一
九
五
六
?
五
七
年
に
は
九
九
二
十
日
万

ド
ル
喪
失
し
た
が
、
一
九
五
八
年
に
は
こ
れ
が
徐
々
に
増
加
し
て
お
り
、

二
二
八

国
際
通
貨
基
金
は
返
済
額
が
引
き
出
し
相
を
や
や
上
回
る
に
い
た
っ
た
」

(
前
掲
『
第
二
九
次
世
界
金
融
経
済
年
報
』
、
一
一
一
九
ペ
ー
ジ
)
。
一
九
五
九
年
中

に
「
ア
メ
リ
カ
以
外
の
諸
国
に
お
い
て
は
金
準
備
は
八
一
九
百
万
ド
ル
の

増
加
、
ま
た
短
期
ド
ル
資
産
保
有
高
は
一
、
五
六
四
百
万
ド
ル
の
増
加
を

一
万
し
、
こ
れ
に
た
い
し
前
年
度
は
金
準
備
三
、

O
二
四
百
万
ド
ル
増
、
短

(
初
)

期
ド
ル
資
産
保
有
高
は
九
七
四
百
万
ド
ル
増
で
あ
っ
た
。
他
方
、
ア
メ
リ

カ
の
金
保
有
高
は
、
一
九
五
八
年
の
二
、
二
七
五
百
万
ド
ル
の
減
少
に
た

い
し
一
、

O
七
五
百
万
ド
ル
の
減
少
と
な
り
、
そ
の
待
問
対
外
負
債
は
、

前
年
の
て

O
O
一
百
百
ド
ル
の
増
加
に
た
い
し
三
、
一
七
八
百
万
ド
ル

の
増
加
と
な
っ
た
〔
こ
の
短
期
ド
ル
負
債
の
二
一
、
一
七
八
百
万
ド
ル
の
増

の
う
ち
、
一
、
六
一
四
百
万
ド
ル
は
「
国
際
機
関
」
の
保
有
分
で
あ
る
。

(nxm) 

一
、
六
一
回
、
プ
ラ
ス
、
一
、
五
六
四
、
イ
コ
ー
ル
、
一
二
、
一
七
八
〕
」

(
前
掲
『
第
三
O
次
位
界
金
融
経
済
年
報
』
、
一
八
三
ベ

1
、ン)。

(
却
)
「
ア
メ
リ
カ
以
外
の
西
欧
諸
国
は
一
九
五
九
年
に
一
、
五
六
四
百
万
ド
ル

を
そ
の
短
期
ド
ル
債
権
保
有
高
に
加
え
た
が
、
こ
れ
は
金
準
備
増
加
の
二
倍
に

あ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
年
に
お
い
て
は
ド
ル
残
高
は
九
七
四
百
万
ド
ル
の

増
加
で
あ
り
、
金
準
備
は
そ
の
コ
一
倍
以
上
、
す
な
わ
ち
三
、

C
二
四
百
万
ド
ル

の
増
加
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ド
ル
残
高
増
加
額
の
う
ち
、
公
的
保
有
で
な
い
部

分
は
一
九
五
九
年
に
は
一
、

O
九
O
百
万
ド
ル
で
、
こ
れ
に
た
い
し
一
九
五
八

年
は
一
一
二
六
百
万
ド
ル
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
年
間
の
差
異
は
、
貨
幣
準
備
の
ほ

と
ん
ど
全
部
、
が
金
で
あ
る
ベ
ル
ギ
ー
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
の
貨
幣
準
備
が
一
九
五

八
年
に
は
い
ち
じ
る
し
く
増
加
し
た
の
に
た
い
し
、
昨
年
は
目
に
見
え
て
減
少

し
た
と
い
う
事
実
に
よ
る
部
分
も
あ
る
。

L
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ほ
か
に
ア
メ

リ
カ
の
知
期
利
子
率
の
上
昇
や
、
外
国
為
品
刊
の
民
間
保
有
が
現
夜
い
く
つ
か
の



国
々
で
従
来
よ
り
一
そ
う
白
由
に
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
」
云

々
ハ
同
上
『
第
三

O
次
世
界
金
融
経
済
年
報
』
、
一
九
一
一
一
ペ
ー
ジ
コ

(
幻
)
「
ア
メ
リ
カ
を
除
く
諸
国
お
よ
び
国
際
金
融
機
関
の
保
有
す
る
金
お
よ
び

短
期
ト
ル
債
権
は
、
一
九
五
九
年
に
五
一
億
ド
ル
円
ア
メ
リ
カ
を
除
く
諸
国
で

二
、
一
一
一
八
三
百
万
ド
ル
、
国
際
金
融
機
関
で
二
、
六
八
九
百
万
ド
ル
U

、
外
国

保
有
の
政
府
証
券
お
よ
び
紙
幣
を
含
め
れ
ば
五
七
億
ド
ル
増
加
し
た
(
こ
の
数

字
は
ソ
連
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
、
大
陸
中
国
の
保
有
す
る
金
準
備
を
除
外
す

る
が
、
そ
の
ド
ル
保
有
を
含
む
)
。
こ
の
増
加
績
は
戦
後
最
大
で
あ
っ
た
。
短

期
ド
ル
債
権
お
よ
び
金
保
有
の
合
計
五
一
億
ド
ル
の
増
加
の
う
ち
、
過
半
は
国

際
通
貨
基
金
に
た
い
す
る
債
務
の
返
済
お
よ
び
加
盟
国
の
新
規
払
い
込
み
と
し

て
吸
収
さ
れ
た
。
/
/
西
宮
l
ロ
ツ
バ
門
イ
ギ
リ
ス
を
含
む
U

だ
け
で
見
る
と

国
際
収
支
の
黒
字
に
よ
ワ
て
一
ム
ハ
億
ド
ル

lll
一
九
五
八
年
に
く
ら
べ
る
と
か

な
り
す
く
な
い
が
、
こ
の
数
年
間
で
は
い
ぜ
ん
と
し
て
大
き
な
綴
で
あ
る
ー
ー

を
獲
得
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
金
ド
ル
準
備
の
増
大
は
、
前
述
の
I
M
F
へ
の
新

規
払
い
込
み
、
フ
ラ
ン
ス
の

I
M
F
へ
の
債
務
返
済
、
イ
ギ
リ
ス
の
I
M
F
お

よ
び
輸
出
入
銀
行
へ
の
返
済
、
西
ド
イ
ツ
の
ア
メ
ワ
カ
政
府
へ
の
返
済
|
|
外

届
援
助
の
期
限
前
返
済
1
ー
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
さ
ら
に
犬
き
な
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
取
り
引
き
は
合
計
二
二
億
ド
ル
に
達
し
た
の
で
あ
る
」
(
同
上

『
第
三

O
次
世
界
金
融
経
済
年
報
』
、
二
九
ペ
ー
ジ
)
。

(
幻
)
な
お
外
国
の
保
有
す
る
短
期
ド
ル
債
権
の
治
加
に
つ
い
て
の
B
I
S
の

日見解、

1

1
「
現
在
、
外
国
の
保
有
す
る
短
期
ド
ル
債
権
〈
I
M
F
保
有
分
は

除
く
)
は
ア
メ
リ
カ
の
金
保
有
量
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
り
、
金
保
有
高

を
追
い
こ
す
1
1
3イ
ギ
リ
ス
が
な
が
ら
く
経
験
し
て
き
た
の
左
同
じ
よ
う
な
事

態

i
i時
期
も
遠
く
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
か
ん
し
て
一
部
の
人

た
ち
が
抱
い
て
い
る
不
安
は
、
外
国
の
ド
ル
保
有
者
が
ド
ル
を
大
量
に
金
と
交

国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

換
し
上
う
と
し
な
い
か
ぎ
り
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
ち
し
た
動
き
ほ
金

価
搭
の
変
更
を
期
待
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
当

局
は
つ
ね
に
こ
れ
を
問
題
外
で
あ
る
と
言
明
し
て
い
る
の
で
、
金
価
格
変
更
の

司
能
性
は
こ
こ
で
は
排
除
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
向
時
に
、
国
際
金
利

構
造
に
お
け
る
変
化
1
1
J
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
短
期
金
利
を
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
よ

り
も
は
る
か
に
高
く
し
て
い
る
ー
ー
に
よ
っ
て
外
国
の
商
業
銀
行
が
保
有
ド
ル

を
引
き
出
し
、
中
央
銀
行
に
国
内
通
貨
を
対
価
と
し
て
売
却
し
、
一
方
、
中
央

銀
行
は
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、
あ
る
い
は
慣
習
的
に
保
有
す
る

金
と
ド
ル
と
の
間
に
あ
る
均
衡
を
保
つ
た
め
に
、
そ
の
全
額
な
い
し
一
部
を
金

で
準
備
に
追
加
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
の
結
果
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
金

保
有
が
安
全
水
準
と
考
え
ら
れ
て
い
る
線
を
割
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
起
こ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
将
来
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
聞
の

金
利
が
大
幅
に
開
く
こ
と
は
避
け
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
国
内
通
貨
政
策

の
要
請
と
国
際
収
支
に
た
い
す
る
配
慮
と
の
問
の
矛
盾
の
一
一
例
で
あ
る
」
〈
同
上

『
第
三

ο次
世
界
金
融
経
済
年
報
』
、
三
二
ペ
ー
ジ
ゴ

さ
き
に
一
九
五
八
年
、
五
九
年
の
米
ド
ル
の
引
き
出
し
、
米
ド
ル
で
の

買
い
戻
一
し
に
お
い
て
、
買
い
戻
し
超
過
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
金
で
の
買
い

戻
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
た
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
右
の
よ
う
な
西
欧
諸

国
の
金
ド
ル
準
備
の
増
加
と
い
う
変
化
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
従
来
は
|
|
一
九
五
六

i
七
年
の
大
量
引
き
出
し
の
さ
い
に
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に

l
l引
き
出
き
れ
た
通
貨
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
米
ド
ル
(
お

よ
び
英
ポ
ン
ド
)
で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
八
年
、
五
九
年
に
は
西
ド
イ
ツ

・
マ
ル
ク
、
オ
ラ

γ
ダ
・
ギ
ル
ギ
l
、
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
の
引
き
出
し

が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
含
め
て
、
一
九
五
八

二
二
九



国
際
通
貨
基
金

(
I
M
F
)
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

二
三

O

年
に
は
=
二
・
一
百
万
ド
ル
、
一
九
五
九
年
に
は
四
二
七
・
七
百
万
ド
ル

の
返
済
超
過
で
あ
り
、

I
M
F
の
資
金
供
給
残
高
(
純
引
き
出
し
残
高
)

は
一
九
五
七
年
末
の
一
、
七
二
六
・
七
百
万
ド
ル
か
ら
一
九
五
八
年
末
に

は
一
、
六
九
五
・
六
百
万
ド
ル
、
一
九
五
九
年
末
に
は
一
、
二
六
七
・
?
九

百
万
ド
ル
と
減
少
を
辿
っ
た
。

(
未
完
)




